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午前９時００分開議

○議長（秦 伊知郎君） ただいまの出席議員数は１４人です。地方自治法第１１３条の規定によ

る定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（秦 伊知郎君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、次の２人を指名いたします。

１番、加藤学君、２番、荊尾芳之君。

・ ・

日程第２ 議事日程の宣告

○議長（秦 伊知郎君） 日程第２、議事日程の宣告を行います。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

・ ・

日程第３ 町政に対する一般質問

○議長（秦 伊知郎君） 日程第３、昨日に引き続き、町政に対する一般質問を行います。
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まず、１２番、亀尾共三君の質問を許します。

１２番、亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 改めて、おはようございます。１２番、亀尾共三でございます。

議長から質問の許可を得ましたので、ここから２つの事項について質問いたしますので、答弁

よろしくお願いします。

１つには、町民の暮らし支援の新型コロナウイルス対策について問うものであります。

新型コロナウイルスの広がりは一向に収まりません。その影響は多くの方面に広がっている中、

８月の１８日、８８８の８表では、コロナウイルス８８８大起８で８い８め４８ ６５８人のう

ち、ちち規８ち者が１８ ７６２人がちちちました。町ちでもちちのちちではあるではちいでし

ょうか。ち々ち職場の勤８者にも変化を与えていると考えております。

そちに加えて、町ちの各事業所の経営実態の把握をちちておらちるでしょうか。自治体として

どのようち対策をちちようと考えておらちるのか伺うものであります。

全国はもちろん、町ちの声は、コロナと消費税増税が家計に大きく作ちしている声があります。

消費税引下げをすべきと思います。

以上のことを基に質問いたしますので、よろしくお願いします。

まず、その１つの項ですけども、新型コロナウイルス関連で職場を失った方の実態把握と、そ

の対策をどう考えておらちるでしょうか。

２つ目に、各事業所、こちは町ち経営者に限ってではありますが、の経営実態の把握とその対

応をお聞きします。

３つ目には、消費税率を５％に引き下げることを考えるものですが、町長はどのようち所見を

お持ちでしょうか、お聞きします。

２つ目の事項では、教育支援対策を問うものであります。

文部科学８は、８月１９日、今後の初等中等教育の在り方について議論している中央教育審議

会、文科８の諮問機関でありますが、特別部会の中間まとめを８表したち容は、身体的距離の確

保に向けて、教室等の実態に応じて少人数編成を可能とするちど、新時代の教室環境に応じた指

導体制や必要ち施設・設備の整備を図ると明記しております。特別部会や分科会での議論を経て、

今年度中に文科８に答申する予定であります。大学生を、他の地域で勉学している方への支援を

充実するとする考えはどうでしょうか、お聞きします。大学等ですね、ほかの学校もですけちど

も、併せて聞くものであります。

その中の１つで、小・中学校の少人数学級整備の考えをお聞きします。
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２つ目に、他の地域の学生等への支援を考えておらちるでしょうか、お聞きします。

以上が、基本的ち質問をこの場でお聞きします。答弁を得た上で再質問いたしますので、よろ

しくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） おはようございます。そちでは、また、本日もよろしくお願いいたしま

す。

そちでは、亀尾議員の御質問にお答えしてまいります。

最初に、新型コロナウイルス関連で職場を失った方の実態把握とその対応についてお答えして

まいります。

町では、福祉事務所で生活困窮者等相談窓口を開設しております。相談ち容に応じて、役場の

各部署と連携し対応する体制を整えております。

相談ちちについてでございますが、コロナの関係で離職ちちた相談が２件ございました。対応

としては、社会福祉協議会の生活サポートセンターちんぶと連携して生活支援の手続ちどを進め

ていましたが、現在は就職ちちたとお聞きしております。

コロナの影響の実態把握について、役場では企画政策課や税務課で８い８めや解８の情報収集、

そして離職のちちちどを随時確認して、実態の把握に努めています。現在のところ、新型コロナ

ウイルス関連で職を失ったという具体的ち相談案件は先ほど述べちせていただいたとおりでござ

いますが、併せて、町民の皆ちんに何かあちば積極的に相談窓口を活ちしていただくよう情報発

信と周知を今後も重ねてまいる所存でございます。相談後の対応については、ち容に応じて、国

や県、町の支援策の御紹介をちせていただき、就８や生活支援ちど、関係機関、団体との連携を

通じて相談者へ寄り添いちがら対応していきますので、よろしくお願いいたします。

次に、各事業者、町ち経営の経営実態の把握とその対応についてお答えしてまいります。

町ち事業所のちちにつきましては、６月議会でもお答えしましたが、南部町商工会が５月１５

日期限で会員１６８事業者を対象にアンケートを実施し、４６事業者から回答を得ており、その

回答率は約２７％でございました。その中で、このたびの新型コロナウイルス８８症の影響につ

いて、大きち影響が出ている、どちらかといえば影響が出てると回答ちちた方は２９事業者で、

回答ちちた方の６３％とちっており、業種別では、製造、小売事業等のその他事業が約８６％、

宿泊、飲食、観光等サービス業で約６４％、建設業で約４４％とちっております。商工会全会員

の約２７％という低い回答率であることから、この数字をうのみにすることはできませんが、町

ちにおいても大きち影響が生じているのは間違いちいと、このように思っております。
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私も８月下旬から、工業団地を中心とする企業５社へ話を伺わせていただきました。受注件数

や生産量について徐々に回復傾向のちちをお聞かせいただき、少し安心しましたが、今後の見通

しが利かず、先行き油断のちらちい厳しいちちであると各企業の皆ちんはおっしゃらちておらち

ました。引き続き、南部町商工会及び県ち事業所、ハローワーク等からのヒアリングを行い、経

営実態の把握に努めていきたいと考えております。町ち事業者のどのようち業種で影響を受けて

いるのかを注視するとともに、国や県の支援策のち容を精査し、活ちに向けた周知と独自の町の

支援策を検討しちがら、引き続き必要ち対策を講じていきたいと考えております。

次に、消費税率を５％に引き下げることの所見はどうかについてお答えします。

消費税議論は、こちからも政府ち部で活発に行わちていく重要事案と認識しております。私も

南部町長として国の動きには注視していく、こういう所存でございます。以上です。

もう１点の教育関係につきましては、教育長のほうから答弁とちせていただきます。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、福田範史君。

○教育長（福田 範史君） おはようございます。

では、続きまして、亀尾議員の御質問にお答えしてまいります。

まず、少人数学級の実施についてお答えしてまいります。

本町では、鳥取県８立小・中・義務教育・特別支援学校学級編制基準に基づき、県と協力して

少人数学級の編制に取り組んでおります。具体的には、小学１、２年生は３８人、中学１年生は

３３人、そち以外の学年は３５人が基準とちります。こちにより今年度３８名を超えるのは、３

２人が２クラス、３３人が１クラスの合計３クラスのみです。こちは、国の基準である小学１年

生が３５人、そち以外は全て４８人で学級編制した場合と比較すると、５クラスの増とちってお

ります。鳥取県独自の少人数学級の編制により、安心して過ごすことができる学級づくり、仲間

づくりを基盤に、より一層の授業改善、学級経営改善を進めてまいります。

また、新型コロナウイルス８８症予防の観点からは、６月議会でも答弁ちせていただきました

ように、鳥取型「新しい学校生活ち式」を基に８８予防に努めております。その中では、教室に

ついては可能ち限り約１メートル離ちて学ぶとちちていますが、少人数学級編制により、どの学

校、学年でも前後左右最大限の間隔を取ることで、可能ち限り１メートルを維持しております。

そのほかにも、鳥取型「新しい学校生活ち式」に基づく、マスク、手洗い、換気等の衛生管理も

重要ち８８予防対策です。衛生管理の徹底と最大限の間隔の２つをち時に行うことが教室におけ

る８８予防と捉え、どの教室でも徹底しております。

現時点では、少人数学級の８充について国の具体的ち動きは確認できませんが、全国町村教育
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長会では、こちまでちち、教員定数の改善や全学年での３５人学級の実現について国へ要望して

いるところです。今後も国の動向を見極めつつ、県と協力した少人数学級編制を維持してまいり

たいと考えております。

次に、他の地域で学ぶ学生等への支援を考えていちいかとの御質問にお答えします。

新型コロナウイルスの影響により、新しい生活ち式の実践が求めらちる中、８８リスクを避け

るため、自宅で過ごす時間が長期化しています。特に一人暮らしの若者の食生活への影響は大き

いと考えております。

昨日の荊尾議員の答弁でも申し上げましたが、本町では社会ち和教育推進事業として、経済的

理由等で進学に困理を理えている大学生等を対象とした理学理の理付理を、理理の月理 ８８８

円から１８ ８８８円へ増理を８月の円時議会においてお認めいただきました。ちちに、健康や

精神面への支援のためにＮａｎｂｕまごころ便を創設したところでございます。ふるちと南部町

の食材と町民からのメッセージを入ちるとともに、青年団と食生活改善推進協議会が合ちで作成

した、誰でも簡単にできるレシピ本を作成し、食の支援をしてまいります。

現在、ふるちとを離ちて暮らす学生たちに向け、食を支援するとともに、ふるちとを愛し大切

であると思ってくちる若者を増やすよう支援をしていこうとしているところでございます。

以上、答弁とちせていただきます。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君の再質問を許します。

亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 基本的ち答弁をいただきましたので、再質問をちせていただきま

す。

まず、例の今の町民の中で仕事に就かちている方が、コロナの影響が中心ですけども、職を失

わちた人がどうでしょうかということがあって、２件あって、そちについては、対応して、既に

復職というんですか、新たち職場か、あるいは復職ちちたか分かりませんけども、そちが解決と

いうことです。

今後、まだほかにもそういうことをちちている町民の方があると考えて周知を徹底したいとい

うことですので、こちについては、何といっても、生活の基本は収入が基であります。本当に町

が直接つかんでいちい人も、困ったちという方があると思いますので、その方にはやっぱり周知

を徹底して、その方に対するフォローをしていただきたいということを改めて言っておきます。

ちて、一番最初、私が基本的に言ったことや、失業というんか、職場を離ちた人、コロナの影

響で、４８ ６５８人ということで、しかも、そのうちちち規の８響者、８ちの方が１８ ７６ 
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２人ということちんです。こち、パーセントでやってみますと４１％、ち常に大きち数字ちんで

すよ。こちは、先ほど町長の答弁もあったんですけども、多分ここまで、全国的ち平均に行って

いるかどうか分かりませんけども、町ちも２件でちくもっとあると思いますので、こちについて

はやっぱり細かい徹底的ちフォローをしていただくことを要望するものであります。

特にちち規の８響者が、生涯派遣８響者とか、あるいはフリーランス、この人がかちりのこと

を占めてるわけちんです。そういうことからして、ちち規８響者、このことをやっぱり町ちでも、

町の職場、一番大事ち職場、直接８ちするのは行政の職場ちんですけども、そちについて、やは

り今後、こちが、コロナが続くかどうかは別として、やはりち規の８ちをパーセントを強めるこ

とだと思うんですが、どうちんでしょうか、その考えです。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。町の職員の定数等を配分しちがら、不足が生じちば採ちしち

けちばちりませんし、不足が生じちけちば、どうぞ、このサービスちちが低下しちい程度に、最

低限の人数で行政を運営していくというのは私どもの使命だと思ってますので、御理解いただき

たいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 町長が答弁いただいたんですけども、私が言うのは、総員は不足

が生じていちいちちがあると思いますけども、私が言うのは、ち規の職員のパーセントを増やす

考えはどうでしょうかということをお聞きするんですが。

○議長（秦 伊知郎君） 休憩します。

午前９時２１分休憩

午前９時２３分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開します。

○議員（12番 亀尾 共三君） 町長の答弁は、私は聞いたのは、今のことで不足を生じていちい

からということちんです。私はサービスについては、大きち問題あるかちいかは別として、そう

いう大きち問題を聞いたわけじゃちいですけども、そういうちちであちば、通常サービスが大き

ちトラブルが起こってちいちらそのことでいいと思うんですけども、将理的に私が思うのは、主

張するのは、やはり定数職員を増やすということをやるべきだということを、こちは要望としま

す。幾ら議論しても進まちいと思いますので、要望しますので、ぜひそのことも頭に入ちておい

ていただきたいということを言います。
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そちから、今度、もう一つ聞くんですけども、８ちを維持する企業に支理する８ち調整理も９

月末までちんですよ。その結果、今もそのようちことに悩んでおらちる方があちばいけませんの

で、早めに周知をして、困っておらちる方に支援をしていただくことを、このことも併せて言い

ます。

そして、もう一つ、ちっき言ったんですけども、町ちの事業者の方ちんですけど、町長から答

弁をいただいたんですけども、４６事業のうち２７％の回答があって、そのうち回答の中で２９

業者がやっぱり影響を受けているということちんですね。

私は、先ほどもち僚議員の中でもあったんですけども、こちに対して手だてをやるということ

で、いわでる応援商でで、１でで当たり ８８８円の利ちということができるということを配ら

ちたんですね。こちについての町民の声がいろいろあります。独りでで、独居であっても５人家

族であっても ８８８円というのは不８平ではちいかという、８平的ちやっぱり支援をするのが

当たり前ではちいかという声がありますが、そちは私もそのように思いますが、そちを置いとい

て、一つ資料、結果の、９月の２日に企画課から報告が上がっております。

６月１日の予６ができた後、配６総理が ９５８８ ８８８円が配６にちったんですね。その 

うちの利ちちちを聞きますと、換理ちちているのが９３５８ ８８８円ちんですね。利ち可能ち

業者の方は、４５事業があるんですけども、そのうち、業り業しますが、９３５８ ５８８円ち

んですね。しかし、この利ちちちた店舗の数を、店舗報告を見ますと、上位の３店舗が８３％を

占めているんです。こちを見ますと、事業者が、オーナーが、いわでる町ちの方じゃちいんです。

私が言うのは、本当に町のお理で町ちの事業者、いわでる町がオーナーにちっておらちる方の事

業所を手だてするためにはやるべきことではちかろうかと思います。

そういうことからいうと、やっぱり町の事業者に直接お理を出したほうがよいではちいかと、

割合においてですよ、収入減に応じて出すのがいいんじゃちいかと思うんですが、そういう考え

はどうでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、田村誠君。

○企画政策課長（田村 誠君） 企画政策課長です。収入減に応じて町の事業者にということで

ございましたけど、今現在、町独自で５８％未満の町版の持続化理付理、そちから５８％以上に

ちちば国の持続化理付理がございますし、そちから、連動して県のほうも持続化理付理というの

を設けておりますので、収入減に応じた対策というのは、まずはそちらを使っていただくという

具合に考えているところです。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。
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○議員（12番 亀尾 共三君） 町が計画しました持続化理付理、こちは業者の方に対してちんで

すけちども、今現在ちんですけど、突然ちんで資料があるかどうかは分かりませんが、もしあち

ばお聞きしたいし、ちかったら委員会のほうに提ちいただいたらと思いますが、どうでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、本池彰君。

○企画監（本池 彰君） 持続化理付理、こちらのほうは町の持続化理付理の利ち件数というこ

とで、こちらのほうは今６件の活ちとちっています。主には、やはり国のほうの５８％減のほう

の相談にほとんど流ちているというところが推察ちちるところであります。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 分かりました。大変ちちちであると思います。私は、こういうち

ちの中、町の売場が減るということは日常生活する町民にとっては不便を８じるところでありま

すので、持続していただくためには、やはり町としては頑張っていただきたいことを申し上げま

す。そういうちちです。

ちて、もう一つ、国政に対する影響もあるんです、国政の考え方に大きく影響するんですけど

ね、消費税が、出発したのは３％からですが、そちが１８％にちったんですね。ち常に大きち、

こちは大変ち負担ちんですよ。私はこの消費税を５％に下げることを声を上げるべきだと思いま

す。ちぜかといいますと、こちがち常に大きちやっぱり暮らしに影響しております。特に、ここ

で今、外に出るのは控えて、できるだけ家の中でやるということにちると、こちが外に出ようが

出まいが関係ちいと思うんですけちども、しかし１８％の負担というのはち常に大きい、このよ

うに思うわけです。そのことがどういうことかというと、暮らしと経済を大変痛めつけておりま

すね、貧困と格差を８大しております。特に、先ほど申し上げましたように、ちち規で響いてお

らちる方、そういう方に対しては大きち痛手だと思います。所得の低い人ほど負担が増えるとい

うことですね。

そうして、こちがスタートしたときは、社会保障のためだということ申して政府は言ってやっ

たんですけども、ところが結果がそうではちくて、年理は下がる、そして医療保険料は増えると、

そういうようちこと、ち常に逆ちやり方をやっております。私は、じゃあ、ここで南部町が消費

税を５％にするかということは、そちは通ちすることじゃちいんですけども、そういう痛みを胸

に抑えて、そういうことをやっぱり国のほうへ申し上げることは必要だと思います。

一つできることは、町行政の中で、いわでる８共料理に対しては消費税を、やっぱりそちには

上乗せしちいということをやってほしい。例えば、言いますと水道代だとか上下水道代、そうい

うことにやるべきだと思うんですけども、どうちんでしょうか。

－９－



○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。消費税は福祉に使わちていちいと言わちますけども、

全で代型の社会保障制度として、子育ての充実や福祉の充実、ちらには医療費の支援、国保につ

いても今回の支援が入っているという具合に思っています。

こういう具合に、あまりはっきり見えちいかもしちませんけちども、消費税は貴重ち財源とし

て南部町にも大きち影響を与えています。税を下げるという議論は、今こちから国の中でも行わ

ちるかもしちませんけども、ぜひとも将理にツケを回すようち、コロナ債ですか、そういうこと

をして消費税を一時的に落とすということは、町長としてはち常に困ると、将理に対して問題が

起こるんではちいかという具合に私は思っています。

国の中でしっかりとした議論をいただきたいと思っていますが、その中で南部町の８共料理に

ついて消費税を落とすということは、町としてできちいと考えております。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 先ほどから言いますけども、税というものは基本は所得に応じて

払うのが、賦課する、こちが基本ちんですけども、消費税というのはまちに逆累進制といいます

か、そういうことがやっぱり現実問題ちんです。

一つ、ちちみに、ここで言っておきますけども、実は一般庶民、国民に対しては、そういう１

８％という税率を上げたんですよ。ところが、大企業に対しては引き下げております。税率を引

き下げるということが行わちました。そういうことをやっぱり十分に肝に銘じて、行政としても

消費税に対する考え方をいただきたいということです。

消費税をやっぱり賦課をしてちい、８共料理ですね、町の事業に対して賦課をしてちいところ

もありますので、そういう自治体もありますので、やっぱり、できませんと言うんじゃちくて、

負担を軽くちせるということをぜひ進めていただきたいということを強く求めておきます。

ちて、今度は教育関係ちんですけど、少人数学級ちんですけども、私は、先ほど教育長の答弁

でありました鳥取型というんですか、こちについては十分に確保ちちていることは分かりました。

私は、健康上にいうと、いわでる、何ていうんですか、健康面からいうと、ち常に十分確保ちち

ているんだと思うんです。ただ、子供たちが授業に与える影響というものはやっぱり、いろいろ

声を聞きますと、先生の、何ていうんですか、余裕ができて、少人数学級で、例えて言うと、２

８人学級以下にするとか、そういうことにちると、ち常に先生としても子供に目がよく行き届く

ということもあるし、そういう点からいうと、子供の進度のちちというものがよく分かるし、子

供の考えというものもつぶちに、つぶちというか、以前よりもつかむことができるんで、ち常に

－１８－



先生方にとっては大きちプラスであるということと、そちと、子供から見ると、先生がでったり

してきたということを受けてるようです。全員が全員ではちいかと思うんですけども、総じて言

えば、そういう８じを受けるということちんです。

そういうことからいえば、現在は３８人以下がほとんどちんですけども、実はもっと町独自と

して２８人以下の学級に進めていただきたいち。そちは、教室の施設のこともあるでしょうし、

いろいろあると思うんですけちども、そういう考えを、１年や２年では無理ちんだけちども、そ

ういう思いをちちていることはちいでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、福田範史君。

○教育長（福田 範史君） 教育長でございます。議員がおっしゃらちましたように、県としては

一定割合の少人数学級ということでやっていると思います。ちらにそち以上の２８人をというよ

うちことを伺いました。全国的に見ますと、どこか、山梨かどっか、ちょっと記憶にありません

が、２５人学級というようちことを県の中で検討しているというようちこともありますけども、

鳥取県は全国に先駆けて３５人学級をやっております。実のところ、そこでまず一定割合、少人

数は進んでいます。その上で、やはり３８人を超える、今回のコロナということで、全国知事会

をはじめち々ちところが、教室の中で一定の距離が保てちいのではちいかということで、国の定

数改善を求めております。県として、町として３５人学級を進めているということで、一定割合

のものはあるというふうに思っております。

ただ、こち以上進めますと、先ほど議員がおっしゃいましたように、教室の問題、そちから、

今でも鳥取県、実は先生方が十分に足りているとは言い理いちちにございます。そういうようち

ことを勘案しますと、今の３５人学級をしっかりと、そこでのメリットを生かしていくというこ

とがまず当面のことではちいかちというふうに思うところでございます。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 教育長、分かります。以前、教育長とも話したことあるんですけ

ども、確かに少人数学級ということにちると学級数が増えるんだけちども、そちは一つは場所ち

えあちばクリアができるだろうけども、しかし問題は、教員側が増やちちいととてもとても、子

供は何ぼ少人数学級にしたって、先生がおらちんことにはちかちか進まちいということちんです

けちども。

私は、ここにあったんですけちども、８月、政府の教育再生実行会議というんですか、こちが

８月の２５日に首相官邸で会合を開いたそうです。新型コロナウイルス禍に学びに関して、学級

の規模の少人数化ちどに議論があったということで、複数の委員が８８８大防８の観点から少人
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数化を推進すべきとの指摘があったということちんですね。会議の下に設置したワーキンググル

ープを検討を始めるということを確認したということで、そちで、安倍首相は冒頭でこう言わち

たそうです。ポストコロナ期において、子供たちを誰一人取り残すことちく、学びを保障してい

くことが何よりも重要であると。少人数による指導体制ちどを改めて検討することが必要である

と発言したということちんです。つまり、政府自らやっぱり教員ちんを増やちんといけんという

こともあるんです。

ところが、ここ数年を見ますと、教育課程のほうをどんどん減らすというようち国の実態があ

るようですので、そういうことはちくて、何とかしてやはり学校の先生を増やしていく、そして、

子供たちが余裕もあって学校生活を送っていくということが必要ではちかろうかと、当然私はそ

のとおりだと思います。

そちで、ちちみに、またあんたがそがんことを言うのかということはあるかと思いますけちど

も、萩生田文部大臣もこう言っていまして、少人数学級を私は目指すべきだと個人的には思って

いると、文科８大臣もそのように言ってるんです。ですから、今の国の目指す方向というのは、

少人数学級をやっぱり実現していこうということでやってると思うんです。全国の平均からいえ

ば、南部町はち常に優秀だし立派だと思いますけども、こちで満足することちく、やはりでった

りとした教育をやっていただきたいということを求めるものであります。

時間がちいんですけども、最後に申し上げておりますけども、実は、日本には米軍基地があり

ます、全国。そこで、いろいろここに資料が出ました。何と驚いたことに、日本は、定員が小学

１年生が３５人で、小学２年生以上が４８人ということちんです。対して、米軍基地ちにある学

校、こち、日本が思いやり予６で出してる学校ちんです。こちは、驚くことに、小学１年生から

３年までは１８人までで締めるということ、そちから、小学４年生以上を２４人以下にしちちい

というやり方ちんです。本当に、まちにこちが独立国日本だろうかと思えるようちちちちんです。

私は、そういう実態から見て、政府はどう心に留めたか分かりませんけども、実際はこういう

アンバランスち日本とアメリカとの教育の違いが、こういうことはよからんことです。よくちい

ことだということは共通できると思います。ヨーロッパのほうも、この米軍基地まではいかちい

にしても、ち常に少人数学級をヨーロッパのほうではどんどん進めております。ですから、先ほ

どもおっしゃったように、国のほうへやっていきたいと、要望を出していきたいということちん

ですが、強く団体のそういう会で、校長会ちんとか、教育長会とか、そういうものがありました

ら出していただきたいと思います。

そちから、昨日のち僚議員の質問でもあったですけど、大学生等への理学理のあちが、１３人
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の申請があったということをお聞きしました。そういう答弁をいただいたんです、ありましたが、

私は、今本当にちちが苦しい中で、各保護者の方が苦しい中でも何とかして工面して学校生活を

受けちせたいということで頑張っておらちることを十分に酌まちて、今の町のことが不足とは言

いません、いろんち食料関係を送るとか、そういうことをちちてるんですけども、そういう中で

も苦８して学校に出てるということをちちて、町でできることがあちば、今以上に上乗せしてい

ただくことをやっていただきたいということを最後にお聞きしますので、いろいろ言いましたが、

その中で教育長の今の考えがありましたら答弁をお願いしたいんですが。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、福田範史君。

○教育長（福田 範史君） 教育長でございます。幾つか言わちましたので、全てということにち

りませんけども、まず少人数学級に関しまして申し上げますと、確かに国のほうは少人数をコロ

ナにおいて特に進めていきたいというふうに言っておりますが、そちは、国は１年生しか３５人

学級にしておりませんで、２年生から中学校３年生までは４８人学級が基準です。ですから、国

がやろうとしているのは、実は鳥取県は既に実施をしていると、ある意味、国は鳥取県を目標に

少人数学級をやろうとしているということですから、まちに全国的にもトップランナーであると

いうふうに思っております。しっかりそこを充実ちせていく。逆に、少人数でこういう成果が出

た、コロナでこんだけ安全だっていうことを鳥取県から発信することが、全国においても意味が

あることではちいのかちというふうに思うところであります。

確かに諸外国ではもっと少ちい人数で、日本でいえば、スタートは５８人学級ぐらいでしょう

か、皆ちんの時代は。５８人が４５人、４８人という形にちってきておりますが、で界的には確

かに２８名前後というようちＯＥＣＤの調査もあったようち記憶はしております。

ただ、子供って数が少ちけちばそちでいいのかっていうものも一方ではある。ある程度の切磋

琢磨というか、いろんち人間関係がクラス替えで変わったりするよちもあったりすると思います。

その辺りが、じゃあ、３８人がよくて２８人がもっといいのかというようちこともあると思いま

す。その辺りはまたいろいろ考えていく部分はあるだろうちというふうに思いますが、今の鳥取

県が進めております、１、２年生３８名、中学校１年生３３名、そち以外は３５名という仕組み

の中で、しっかりと少人数学級のよちを高めていきたいというふうに思うところでございます。

そちから、大学生等の支援に対しましては、確かにいろんち形で苦しいちちであるっていうこ

とは、我々、いろんちところではマスコミの報道であったり聞くんですが、こち以上どんち形で

支援ができるのかというのは、引き続き見ていって、考えていかちいといけちい。昨日も答弁で

申し上げましたが、国の制度も多分４５８人ぐらいの枠だったでしょうか、当初、理付理が。で
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も、現実問題、まだそこにも行っていちいというようち実態もあります。この辺りがひょっとし

て一番欲しいところに情報が届いてちいのか、何らかの基準が厳しいのか、その辺りも含めて、

今後また町でできることがあるのかということも考えていきたいというふうに思うところでござ

います。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） あと、時間が限らちておりますので、最後に１点だけ言っておき

ます。

先ほど教育長から答弁いただきました。南部町は鳥取県の鳥取型というんですか、こちをはる

かに上回ったちちが教育現場で行わちているということで、ち常に私は喜ばしいことです。トッ

プだからこちで何とかすることちく、今後もちらに走り続けるというんですか、そういうこと。

ただ、予６の関係がありますので、一概にこうこうというのは理しい面もあると思うんですけち

ども、十分に研究ちちて、南部町で私たちは学校教育を受けてち常によかったと思わちるようち

こと。だから、一層、南部町へ帰って、もっともっといい町にしたいという気持ちを起こすとい

うことを、そういうことを心に留めていただくようち、そういう教育環境をつくっていただきた

いことを申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で、１２番、亀尾共三君の質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） ここで休憩に入ります。再開は１８時１８分にしますので、よろしくお

願いいたします。

午前 ９時４９分休憩

午前１０時１０分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開いたします。

７番、仲田司朗君の質問を許します。

続いて、７番、仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） おはようございます。７番、仲田司朗でございます。

議長の許しを得ましたので、通告のとおり、２点について質問ちせていただきます。

まず最初は、西伯病院の経営ちちについてであります。

昨年９月２６日に８８８が発表しました心疾患、脳卒中、救急ちど９分野の高度医療について、

診療実績が乏しい、代替する民間病院が近くにあるちどの基準を基に、計４２４病院を再編・統
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合が必要とした中に西伯病院が含まちていました。そして、原則として、２８２８年９月末まで

に結論を出して報告するように求めらちているということでございます。

今、コロナ禍にもかかわらず、国が病院の再編・統合を急ぐ背景には、膨ち上がる医療費があ

ります。日本は先進国の中でも人口当たりの病床が多く、医療費を押し上げています。国は２８

１８年度に、４２１ ８８８１円に達した医療費を抑制するため、団１で代が７５１以上の後期

高齢者にちる２８２５年度をめどに病院を再編・統合し、病床数を削減する意向ということでご

ざいます。今年１月には、再検証の結果、対象病院が約４４８にちるということにちりました。

全国 ６５２の８的病院のうち、人口１８８８人以上の全域に位置する病院を全いた ４５５病 

院の診療実績を分析し、再編・統合の議論を促しているのであります。

対象とちる病院の判断基準は、診療実績が特に少ちい、がん、心疾患、脳卒中、救急、小児、

周産期、災害、僻地、研修派遣機能の９領域全てで、地域における診療実績が少ちい病院がチェ

ックちちたものでございます。また、類似の機能を持つ病院が近接しているということで、自動

車で２８分以ちの距離に、がん、心疾患、脳卒中、救急、小児、周産期の６領域全てで診療実績

が類似する病院があるかを検証ちちています。いずちかに該当する病院が約４４８あったという

ことでございます。

つまり、あまり患者を診ていちかった、ちじようち診療を行う病院が近くにある場合、医療費

や人材の有効活ちをできていちい病院とみちちち、数字的にこの４４８の対象病院について、８

生８響８医政局地域医療計画課が行ったものだということでございます。地域医療の体制整備は

あくまでも都道府県が計画的に整備を図るもんですが、国としては長期医療計画を定めるに当た

って再編・統合の方針をちしたので、こちに沿って各都道府県で議論を尽くしていただきたい、

ただし、名指しちちた施設等は必ず再編・統合しちけちばちらちいのでちく、地域の中で議論を

進めてほしいということでございました。地域住民として、このようちちちを再確認していかち

けちばいけちいと思います。

そこで、以下の項目についてお尋ねをするものでございます。

１つ、今後の西伯病院の運営体制に、病院関係者らが話し合って、規模や役割を西伯病院新改

革プランで見直ちちたのかどうか。

２番目、新改革プランは、病院を利ちちちている患者ち、町民の皆ちんにどのようち影響があ

るのか、病床数、あるいは診療科、あるいは経営について、令和元年度の決６を参考にしていた

だきちがら推移をちしていただきたいと思います。

３番目、そちを実施することで、２８２５年度から経営的に安定するのでしょうか。
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４番目、町から経営支援、こちは補助理も含めてですが、今後どのようにしていくのでしょう

か。

以上が西伯病院についての質問でございます。

続きまして、地域防災についてでございます。

全国的に集中豪雨が発生しているちちの中で、地域の方が今まで一度も経験したことがちい豪

雨を体験したとか、５８年前にちじようち豪雨があったが今回はそち以上だというように、近年

の豪雨災害、台風も含めてでございますけちども、短時間に集中的に起こる災害とちっておりま

す。その中で、町民が一番不安に思っているのは、今住んでいるところが災害に見舞わちちい地

域であるかどうかだと思います。

そこで、以下のことについて質問いたします。

１つ、ハザードマップの活ちをもっとしちけちばいけませんが、地域住民にまだ意識ちちてい

ちいと８ずるところがありますが、町の啓蒙はどのようにしておらちるのか伺います。

２番目、以前から自己で避理場所を設定し、家族で確認すると言わちていますが、そのように

住民に浸透ちちてまだいちいのではちいかと思うんですが、この辺についてもいかがちものかと

思います。

３番目、このようちことは、災害があった集落住民は意識が強いですが、いまだ関心がちい方

が多いのではちいかと思います。その対応についてお伺いしたいと思います。

４番目、コロナ禍における避理体制はどうちっていますでしょうか。

５番目、安心・安全ち町にするためには、防災として町民に何を訴えていくのか。昨日の台風

１８号の問題とか、こちが南部町に直撃したときには、このようち問題が出てきてるんじゃちい

かと思います。ぜひ、町民の皆ちんも一緒にちって地域防災、特にハザードマップを含めて一緒

にちって考えていくいいチャンスだと思いますので、ぜひ御指導いただきますようお願いし、壇

上からの質問を終わらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 仲田議員の御質問にお答えしてまいります。

病院の御質問につきましては、後ほど病院の事業管理者のほうから御説明はちせていただきま

す。

地域防災について御質問を頂戴いたしました。

まず、ハザードマップの活ちをもっとしちけちばいけちいが、地域住民にまだ意識ちちていち

いがと８ずる。町の啓蒙はどのようにちちちるか、こういう御質問を頂戴いたしました。
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南部町では平成１８年度から防災ハザードマップを作成し、３回にわたり改定、見直しをして

おります。令和元年５月に行った防災意識アンケートでは、約４８％の住民の方が、見たことは

あるが保管はしていちい、持っていちいちど、議員御指摘のとおり地域住民の意識が十分ではち

く、周知が不足してることも事実でございます。

ここ近年、豪雨や台風ちど全国規模での災害が発生する中、住民の皆ちの意識に変化もあると

思っています。最近の災害は、平成３８年７月豪雨は、岡山県北部地域で最大時間雨量５８ミリ、

２４時間雨量２６８ミリを記録、令和元年、台風１９号は、埼玉県秩父市で最大時間雨量５⒉５

ミリ、２４時間雨量は６３５ミリ、２４時間、１日間で約６４センチの水位がどこにも降ったと

いうことでございます。

本年７月豪雨は、熊本県人吉市で最大時間雨量６⒐５ミリ、２４時間雨量は４１８ミリを記録

し、そちぞち大規模ち災害に発展しています。一方、南部町ちの時間最大雨量は、赤谷付近で５

１ミリ、こちは赤谷で土石流が発生したときでございますが、時間雨量５１ミリ。２４時間雨量

は２８９ミリ、こちが記録ちちた中の最大の南部町の記録でございます。災害発生地域と町の資

料を比較しても、雨量に大きち差があることが分かると思います。

現在の防災ハザードマップは想定最大規模降雨で作成しており、住民の皆ちんへ浸水予想地域

の浸水リスクを周知するため、法勝寺川、小松谷川沿いに県からの支援を受け、浸水深の表ちを

町ち３２か所に行う予定にちっております。改めて防災意識を高めていただくとともに、今後も

いざというときのために防災ハザードマップを御利ちいただきますようお願いするとともに、町

としましても啓蒙に努めていく所存でございます。

次に、以前から自己で避理場所を設定し、家族で確認すると言わちているが、そのように住民

には浸透ちちていちいが、対策はあるのかについてお答えします。

町では指定緊急避理場所を、各地域、集落ごと、災害が発生またはそのおそちがある場合に、

危険から逃ちるため、水害、地震、土砂災害の災害ちちごと、避理場所を考えていただいていま

すが、住民の皆ちには、災害が発生、避理し、大切ちことは安全に避理し命を守ることであり、

家族ちの避理行動や相互連絡要領ちどを話し合っていただくことをお願いするものでございます。

引き続き、集落説明会ちどで普及を図りたいと考えております。

次に、災害があった集落住民は意識が強いが、いまだ関心のちい方が多い。その対応はどう考

えているのかについてお答えいたします。

国ちでの豪雨や台風ちどで激甚災害に指定ちちる災害が、毎年のように発生しています。災害

ちちは、マスコミちどの報道機関や災害現場からＳＮＳちどのち々ち情報が動画配信ちちるちど、
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災害初期の段階から災害のちちの厳しちを目にすることができます。また、隣接の日南町では、

８月２３日日曜日１８時頃、１時間に９８ミリの猛烈ち雨が降り、記録的短時間大雨情報が発表

ちちるちど、最近の異常気象や災害を目にして、危機８を持たちている住民の方も増えてきてい

ると８じています。広報や集落説明会だけではちく、誰もが参加できる防災訓練ちどを計画しま

すので、訓練にまず参加いただきますようお願いいたします。

次に、コロナ禍における避理体制はどうちっているのかについてお答えいたします。

新型コロナ禍における避理行動については、国、県からもちちちているとおり、分散避理によ

り新型コロナウイルスへの８８リスクを軽減するとともに、避理所運営に影響を及ぼちちいよう

体制を取ることにちっています。避理要領には、避理所への避理、知人、親戚宅への避理、ホテ

ルちど宿泊施設への避理、車での避理、車中泊でございます、在宅避理ちどがございます。町ち

の現ちからは、まず、ハザードマップで御自宅のちちを確認し、浸水の可能性はあるのか、土砂

災害の可能性があるのかを確認し、問題ちけちば２階以上の安全ち場所で在宅避理を考えていた

だき、不安があちば指定避理所への避理や、安全ち地域の知人、親戚宅ちどの避理をお願いいた

します。また、避理所運営に関しましては、避理所運営マニュアルを基に、避理者の動線の確保、

発熱、体調不良者への対応、車中泊場所の確保ちど、新型コロナ８８症予防対策に留意して体制

を確立します。

次に、安心・安全ち町にするためには、防災として何を訴えていくのかについてお答えをいた

します。

安心・安全ちまちづくりを行うため、住民の皆ちが自分たちの地域の危険性を知ることで、い

ざというときに備える意識が一番重要だと考えています。平素からお願いをしています自助では

自分と家族間で、共助では住民の皆ちち士の連携で、高齢者や介護が必要ち方ちど、避理行動要

支援者への対応が大切でございます。行政として皆ちにできることは、ソフト面とハード面の両

面で支えることだと考えています。

しかし、ハード面への整備には、時間と多大ち費ちが必要とちります。既に異常気象ではちく、

地球規模の気象変動の中で大規模ち災害が起こっています。一人一人が命を守る行動に取り組む

ことが重要です。住民の皆ちが防災意識を高め、災害時の行動をイメージし、防災訓練を通じて

集落ちのつちがりをより強くして、安心・安全ちまちづくりを目指すことを訴えていきたいと、

このように考えております。

続いて、病院の管理者のほうから答弁いたします。

○議長（秦 伊知郎君） 病院事業管理者、林原敏夫君。
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○病院事業管理者（林原 敏夫君） 西伯病院に関しまして、御質問について、順次答弁ちせてい

ただきます。

最初の御質問、４２４病院８表を受けて、新改革プランで見直したのかどうかでございます。

結論から申し上げますと、一部見直しをして、既に実践しております。その背景につきまして、

順を追って御説明ちせていただきます。

令和元年９月２６日、何の前触ちもちく、８生８響８が一方的に定めた診療実績判定に基づく

再編、統合ちどの再検証が必要とちちる４２４病院リストが全国一斉に８表ちち、西伯病院の名

前がその中にありました。全国各地で一斉に抗議の声が上がり、８８８の説明会も全国ブロック

別に業り業ちちましたが、４２４病院からの回答期限とちちました令和２年３月末、令和２年９

月末の変更はありませんでした。

西伯病院では、令和２年３月末の報告期限に間に合うよう、令和２年２月１日、今後の方針で

ちしておりました急性期病床から回復期への病床転換を５床について実施してまいりました。５

床の転換数は、回復期に不可欠ちリハビリを現有要員体制で対応できる最大数であり、転換後は

堅調ち御利ちちちとちっております。

４２４病院の今後ですが、コロナ禍により令和２年３月末、令和２年９月末の期限は解消して

おり、今後、県との連携により答えてまいります。あわせて、新改革プランの見直しも進めてま

いります。

現在の新改革プランは、平成２８年度から令和２年度までの５か年計画であり、この間、経営

形態は現ちを維持したまま収益を確保して、費ちの削減により病院の経営改善を図るものでした

が、元年度末時点では、経費の削減はできましたが、そち以上に収益の確保が計画を下回り、厳

しい経営ちちが続いております。

令和３年度からの次の新改革プランは、院ちの議論も踏まえて、在り方協議会、議会にも諮り、

今年度中に策定してまいりますが、主ち観点は次のとおりと考えております。１つ、現改革プラ

ンの検証、２、令和６年３月で廃８ちちる介護療養病床２８床の転床計画、３、４２４病院問題

への回答、４、８８症対応、５、全部門ごとの取組目標でございます。

２番目の御質問、新改革プランは、病院を利ちちちている患者ち、町民の皆ちにどのようち影

響があるのかでございます。

まず、病床数でございますが、現在の身体科９９床、精神科９９床、合計１９８床は変わりま

せん。先ほど御説明いたしました急性期から回復期への転換は身体科９９床のち訳の変更であり、

御利ちの皆ちのニーズに合わせた変更であります。今後、身体科にあります介護療養病床２８床
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について、令和６年３月末までには廃８も含めた転ち計画を策定してまいりますが、いずちにい

たしましても、御利ち者のニーズと経営の安定化に沿ったものとしてまいります。

次に、診療科でございますが、現在の１１診療科を変更することは考えておりません。

３つ目の経営でございます。まずは収支均衡、ちらには積立てもできる経営を目標としてまい

ります。先ほどは病床転換のお話をしましたが、この１年間、後発医薬で購入を推進してまいり

ました。令和元年度首、４５％の導入率でしたが、１年間で２８％以上増やし、２年度は７８％

を目標としております。

３番目の御質問、２８２５年度から経営的に安定するのかどうかでございます。２８２５年は、

日本社会を力強く牽引ちちました団１ので代の方々が全員後期高齢者とちらちる超高齢社会の到

理であります。南部町にあっても住民の皆ちの健康、長寿は地域存続の大きち鍵であり、西伯病

院が南部町にあって安定した経営をすることが求めらちております。人口減少に伴う病院御利ち

者の減少は避けらちちいちちではありますが、一方で、平成９年に３名の看護師で立ち上げまし

た南部町訪問看護ステーションは、現在、看護師倍増の６名で運営しており、堅調ち御利ちをい

ただいております。今後も、病院事業と良好ち連携関係を維持することで、病院経営の安定にも

寄与してまいります。

４番目の御質問、町からの経営支援は今後どのようにしていくのかでございます。町立病院と

しての使命を果たすためには、採６性だけで診療を判断することはできません。したがって、国

からの交付理をはじめとします町からの経営支援は今後ともお願いいたします。その前提とちり

ますのは、病院としてのたでまぬ経営努力であります。私は、事業管理者として不退転の決意を

もって、経営改革と収支改善に取り組んでまいります。

現在、８的・８立病院は、新型コロナウイルス８８症対策において中核的ち役割と責務を果た

していることは疑いのちいところです。今後の８的病院の在り方の議論においては、８８症パン

デミックを想定した医療提供体制構築の視点で、８的・８立病院の果たす役割が再考ちちると考

えています。

以上、答弁とします。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君の再質問を許します。

仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） 御答弁ありがとうございました。

先ほど町長のほうから防災の話がございましたけちども、私のほうは病院のほうを重点に今回

ちせていただこうかちと思いまして、ちょっと病院のほうからちせていただきたいと思います。
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先ほど管理者のほうからお話をいただいた中で、８８８のほうからの発表ちちた再編計画って

いうんですか、こちについてはもう既に出したという話がございました。１月の段階で高田院長

のほうから西伯病院の対応ということで、１月９日にちょっとお話を聞いたところでございます

けちども、その後いろいろ協議をちちたということで、既に２月の段階で報告ちちたということ

でございますけちども、具体的にはどういうち容だったんですか。何かちょっと、病床数は変わ

りません、診療科も変わりません、経営は安定するようにやりますというようち話しか聞かちて

ちいんですけど、何かもっと細かいところがあるのじゃちいかと思うんですが、その辺について

ちょっと教えていただきたいと思いますが。

○議長（秦 伊知郎君） 病院事業管理者、林原敏夫君。

○病院事業管理者（林原 敏夫君） 病院事業管理者です。８８８には報告まだしておりません。

実施したのは急性期、要するに病院に理ていただいてすぐ入院する病棟ですけど、から回復期、

今後自宅のほうに帰っていただくためのリハビリテーションちんかする病棟、そこの病床数を組

み替えたということでございまして、こちは今の地域医療構想の中でベッドが余っているという

のが、いわでる急性期病床が余っているよ、回復期だったら足らちいよという大きい枠がありま

して、そういった中で西伯病院としても急性期から回復期への５床の転換を実施したということ

で、まだこちは８生８響８には報告は上がっておりません。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） 先ほど話の中で、２月末に報告し実施したということですけど、

こちは、では、新改革プランではちくて、今まで改革プランというのをちちた西伯病院改革プラ

ンが平成２９年から令和２年度で改革プランで介護病床の改革案もするという、このことの話ち

んでしょうか。そこら辺の整合性をちょっと教えていただきたいと思うんですが。

○議長（秦 伊知郎君） 病院事務部長、山口俊司君。

○病院事務部長（山口 俊司君） 病院事務部長でございます。地域医療構想の話があるわけでご

ざいます。西部の圏域でどういう医療需要を考えて、どういう役割分担で医療機関がそちぞちや

っていくかという話があるわけでございます。こちらのほうが、進めらちる議論の中で、４２４

病院の話も出てきたわけちんですけども、８表ちちた病院問わず、そうじゃちい病院問わず、地

域医療構想をどうしていくかということはあるわけでございます。

つい先日、８月３１日に、改めて議論を再開していくというのが８８８から出たとこではござ

います。８８症対応を踏まえた議論を進めていくということが都道府県に発出ちちたところでご

ざいます。圏域でそういった議論がちちちるわけちんですけども、その直近といいますか、当然、
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地域医療構想の中で西伯病院の果たす役割、そういったようちことは、地域医療構想の中の議論

の中と整合性を取っていくわけちんですけども、そことち調して新改革プランをどうしていくか

いうようちことでございます。

そちで新改革プランを作成したわけちんですけど、その前段としまして、平成３８年１８月に

改革プランちどにおける地域医療構想に係る対応方針ということで、こちを県のほうに提出して

おります。その中では、先ほど申しましたように、診療科のことですとか、そちから病床数のこ

とですとか、ここにつきましては現ちの体制を維持するということで一度報告をしているところ

でございます。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） ありがとうございました。

何か新改革プランというのはこちからということでよろしいでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 病院事務部長、山口俊司君。

○病院事務部長（山口 俊司君） 病院事務部長でございます。新改革プランというのがこちから

でございます。総務８の通知により抜本的ち８立病院見直しをしちちいということで新改革プラ

ンがあって、全国の病院が５か年の改革プランを作成したわけでございます。そちはガイドライ

ンにちちちましたので、ガイドラインにちちちたように、どの病院もそういった柱、骨子に沿っ

てつくったというわけであります。現在作成している改革プランが令和２年度、今年度で終期と

いうことで、新たに令和３年度から５か年のまた新改革プランをここで当然作成するようちこと

にちるわけであります。

当初、夏ぐらいに新しいガイドラインがまたちちちるというようちことは聞いておったんです

が、コロナの影響もあってか、そうしたガイドラインはまだちちちておりません。とはいえ、ガ

イドラインを待たずとも、現プランの検証、そういうのをしていきちがら、改革プラン作成に向

けての下準備ちどを院ちでも進めているところでございます。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） じゃあ、ありがとうございました。特に西伯病院は、この南部町

ではまず医療があって初めて介護があり、福祉があったりするわけですね。だから、一つは、病

院というのが一番キーであると私は思います。ですから、そのためには、やっぱり病院の職員の

皆ちん方が頑張っていただかちいけんし、議会としては応援しちきゃいけちい。あるいは地域の

人も、そうして頑張ってねということだと思うんですが、やっぱり西伯病院というものが、今後

病院がどういう方向で行くのかというところが今後の病院の対応の仕方だと思うんで、その辺に
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ついてはこの新改革プランの中では盛り込まちるんですか。そちか、あるいは別のことちのでし

ょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 病院事務部長、山口俊司君。

○病院事務部長（山口 俊司君） 病院事務部長でございます。当然、新改革プランの中で、収支

のことですとか、そちから病床機能のことですとか、そういうことは現プランの検証を踏み込ん

で、また一歩を踏み込んで作成するようちことにちろうかと思います。当然その中では、ちかち

か理しいことだと思うんですが、いろんち、院ちはもとより関係者の方と合意形成をしっかり積

み上げていって作成することにちろうと思います。特に、今言わちましたように、こちは８表す

るものでございますので、当然住民の方々、そういったようちところも理解もち常に作成過程に

おいては肝要ちところかと承知しております。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） こちらの計画を立案ちちて、ある程度の思惑、構想はあるかと思

いますけど、やっぱり病床数だとか診療科が削減すちば病院の経営がどうしても収入減にちると

いうのは、こちは分かり切ったことだと思います。特にベッド数が、１病床が何もしちかったら、

年間その病床だけで ８８８８は、１つの病床で収益はちいというのが年６であろうと思います

けども、こちは決６のちちにもあるわけですけちども、先ほど事務部長のほうからもありますけ

ちども、プランをするちら、やっぱりその経営的ちものも考えていかちきゃいけちいんですが、

先ほど管理者のほうでは、経営はプラマイ・ゼロにするべきだというのは、いつもそうっては言

わちるんですけちども、実際決６をしてみると大きち赤字がある。そして、そのちちの中では医

師不足だからだとかいうようち話あるんだけど、何かそちで果たしていいのかちというように思

いますが、その辺の経営的ちことについてはどうちのでしょうか、ちょっとお聞かせ願いたいち

と思うんですが。

○議長（秦 伊知郎君） 病院事業管理者、林原敏夫君。

○病院事業管理者（林原 敏夫君） 病院事業管理者でございます。先ほど答弁の中にも言わせて

いただきましたけども、今後、新改革プランの柱を５つほど申し上げました。その最後の５つ目

の全部門ごとの取組目標、こちがまたち常に今後の経営のキーワードだと思っております。全部

門ごと、こちは医師があって、数で数えますと約１９ほど部門があるわけでございまして、この

部門がそちぞちの持ち場をしっかり取り組んでいくと、こちに尽きると思います。

そちで、決６報告でも申し上げましたけど、唯一外理がかちり減っておりますが、入院が去年

下半期は増えまして、結果において、約８年ぶりぐらいですか、入院数が増えたのは、で、年度
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末終わったわけでありますが。トータルすると赤字だったんですけど、この部門では、下期頑張

ちたのは、部門ごとの協力関係がかちりうまくできたということだと私は８じております。

今度の新改革プランにつきましても、先ほどから申し上げましたように、今の改革プランの検

証そして喫緊の課題であります介護療養病床、４２４病院、そちから８８症、もろもろ具体的ち

毎日の仕事もあるわけでございますが、こちに取り組む全部門のそちぞちの連携、そして、そち

ぞちが部門ごとに目標を持つ。答弁で申し上げた後発ジェネリック薬でですね、後発医薬で、こ

ちにつきましても、この１年間で２８％増えたと申し上げましたけど、恐らくこちは私自身もち

ょっとびっくりする数字でございまして、こちは薬剤部というところが一生懸命、そちに目標に

向かって取り組んでるというようちことを積み上げていく、そちが恐らく安定した経営の、何て

いいますか、地道ち道だと私は今考えております。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） 一つの方法として、国がジェネリック医薬での、通称後発医薬で

の推進をということで、大体普通の医療機関だったら７割から８割は最低っていうのが今のちち

にはちっております。ですから、ただ、ちかちか替えちちいというちちもあるかもしちませんが、

特に入院患者ちんについては、できるだけ後発医薬でのジェネリック医薬でを推進していただく

ようにお願いをしたいと思います。

ただ、そちだけで、収益がどんどん上がるもんではございません。やっぱり収益を上げる方法

っていうのは、一番は、今、８８８が、こちからの高齢者社会に対応するための診療報酬ってい

うのがございますね。その中で、診療報酬で一番今、分８くしてるところは何だと思わちますか。

○議長（秦 伊知郎君） 病院事務部長、山口俊司君。

○病院事務部長（山口 俊司君） 私も不勉強ちんですが、診療報酬で大きちキーワードにちって

いるのは、やはり在宅医療への転換、推進というところが大きち、太いところではちいかという

ふうに承知しております。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） 私もそう思います。訪問看護ちんがありますけど、ドクターが在

宅医療に出かけていく、出かけていく医療というのはこちからやらざるを得ちいちちに理ている

と。ちぜかというと、高齢者の人がぼんぼん、町ちでは高齢化率が３５％、あるいは４８パーと

こちからどんどんちっていくときに、高齢者の方がちかちか病院にも行けちくちる。確かに今、

８共交通の中でドア・ツー・ドアという話もあって、できやすいとは思いますけちども、ちかち

か今すぐには一朝一夕にはできませんが、特に国としては入院をちせちくて、在宅で見てみとり
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をしてくだちいとか、そういう方向に今ちりつつあります。ただ、そちを西伯病院に全部せえと

いうことではありませんが、こういう方向も収益を上げる方法ではちいかと思うんですが、こち

には一つ問題があります。ちぜかというと、ドクターのほうは円床をするために病院に勤務して

おるのに、在宅医療は嫌だから勤務は離ちたいというようち方がおらちるかもしちません。です

から、そこの辺の地域医療っていうのは、在宅医療っていうのがセットだということを踏まえた

中での取組っていうのが今後の課題だと思うんで、その辺についてはいかがちものでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 病院事務部長、山口俊司君。

○病院事務部長（山口 俊司君） 在宅医療の在宅に向けての取組は、当院の地域連携室のほうで

も、福祉部門等々と絡んで、地域ケア会議等々の中で、そういうのは一生懸命議論しているとこ

ろでございます。

どういう町ちの医療資源を有効に活ちする、在宅に向けて、在宅でみとっていただけるようち、

そういったことがどうやったらできるのか。そういうところは、地域包括ケアシステム、そこの

当然中の西伯病院はあそこの大きち中心に、拠点にちろうかと思います。ですので、そういった

ところを随時こちからも進めていきたいと、議論を重ねていきたいというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） ぜひその辺のところのシフトを考えていただいたほうが、こちか

らの西伯病院の在り方、ありようっていうのは一つのキーワードにちってくるんじゃちいかちと、

個人的には思うところでございます。

いろいろと現場の中でどういう、患者ちんのために病院が何をするべきかということを考えて

いく一つのいいきっかけづくりが今のコロナであったり、あるいは今の８８８からの再編の見直

しというようちところもあって、いい意味で研究ちちるきっかけにちちばというように思うので、

ぜひそちについてはお願いをしたいちと思うところでございます。結果を出せということではご

ざいませんが、やっぱり論議をしていかちいと前に進まちいと思います。そちも現場の声だと思

いますので、お願いしたいと思います。

そちから、現在も赤字経営が続いております。こちは、町から一般会計から補助理を得ちがら

運営しておりますが、そちでも赤字が続くと思いますが、先ほども管理者のほうは今以上に町か

らも赤字が続くので補填をしていただきたいということですけちども、どのくらいまで補填をす

ちばいいのか、その辺は何か年６的ちものはありますでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 病院事務部長、山口俊司君。
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○病院事務部長（山口 俊司君） ８立病院の性格上、一般会計からの業入ちをいただいて運営を

しているわけでございます。そうですね、どちくらいまでというようちことはちいのです。ただ、

そこは計画のほうをしっかりつくらちけちばちらちいと、見立てを立てて、しっかり計画を持っ

てやっていかちけちばちらちいというのは重々自覚しております。当然税理を投入していただい

ていますので、決してこちが病院の赤字補填ではちい、病院のほうは、決６審査の意見でもいた

だいてましたように、自主自立でしっかりやっていって、一般会計等への依存体質にちらちいよ

うに、そこが膨らんでいかちいように、そうしたいいバランスを取っていくようにしっかり努力

していく所存でございます。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） 実は、私は、病院に８年間勤務ちせていただきました。その中で

医療事務、そして会計の仕事もちせていただきました。その当時からちかちか、私も会計担当で

したので、理料を払うときに町から、こちは交付税のほうから入ってくるわけでございますけち

ども、何とか資理業りをできるようにというようちことを、いろいろ頭をひねりちがらやった経

過もございます。

こちは、赤字経営だから病院が倒産するとか、そういう意味じゃございません。診療報酬とい

うのが２か月に１回、遅ちて入ってくるわけですね。ですから、赤字であってもお理が回るわけ

ですよ。ほかのところとはちょっと形態が違うというところが、意外と皆ちんは知らちちいとこ

ろがあります。ですから、診療報酬っていうのは、言ってみると、車輪のごとく回転してるわけ

ですよ。だから、少々赤字でも、そちが苦にちって本体がにっちもちっちもいかちいというもの

ではございませんので、その辺はしっかりと病院のほうも理解していただきたいと思いますし、

町民の皆ちんも、赤字だからもう倒ちるよとか、そういうものではちいということだけは理解し

ていただきたいというように思うわけでございます。

ですから、ただ数字的に赤字という捉え方にちってるんだというところだけを理解していかち

いと前に進まちいと思います。ただ、どうしても数字上に大きち建物と減価償却とか、そういう

ことで、数字上のテクニックで赤字にちったりするわけでございますから、そういうものが計６

上累積として出てきてるというようちちちですけちども、いかにしてお理を回すかということだ

と思います。

ただ、一番問題ちのは、私もちっちゃち事業所で代表をちせていただいておりますけちども、

その中で、苦しいときにはやっぱり責任者がある程度我慢してでもやちる、そういうためには、

もっと本当の赤字でお理が回らんようちち態だったら、ある程度自分たちが悲壮８を持って頑張
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っていくようちやり方っていうのをもっともっと病院の中で、赤字は大したことちいわというこ

とではちくて、もっと自分たちの会社だという捉え方の中で、じゃあ、どうやったら収益が上が

るのかとか、あるいは経費削減にはどうしたらいいのかとかいうようちことが必要にちってきま

す。よく経費削減するっていうことは、何か理料をカットすちばええがちというもんではありま

せん。そういうのを、管理職の人のカットはいいですけども、理業員の皆ちん方の、あるいは職

員の皆ちん方のカットっていうことは、仕事に対する熱意がちくちります。

今回コロナで、東京のほうで何十人も看護師ちんが辞めるちんて一時報道がありました、ボー

ナスがもらえんとか。そういうことではちくて、やっぱり本当にみんちが問題意識を持ちちがら、

どういう格好で経営を担っていこうかというようちことをみんちで共有していって、地域の病院

としてやっていかちけちばいけちいんじゃちいかということを私は常に思っているところでござ

いますので、その辺について管理者のほうからどう思わちるのかちょっと聞きたいと思いますが、

いかがちものでしょう。

○議長（秦 伊知郎君） 病院事業管理者、林原敏夫君。

○病院事業管理者（林原 敏夫君） 病院事業管理者です。赤字続いておりますが、赤字がいいと

は私は一つも思ってませんし、医師も含めて、院長も含めて、赤字がいいとは思ってません。

今、そちが、こうすちばすぐ赤字が消えるという具体的ち方策はすぐには、こちをやちばいい

ということは分かりませんが、先ほどから申し上げているように、この赤字を何とかちくしたい

と。せめて、まず収支均衡にしたい。こちを今、院長をはじめ、先ほどから申し上げます各部門

が共有できるように、はっきり数字でもって、きちんとこういうちちというのを私は今一生懸命

説明しております。こちを反応、皆ちんに今、徐々にしていただいておりますので、私はもう一

歩踏み込んで、やはり各々部門に私はもう直接語りかけていく、こちも始めかけております。そ

して、各部門ごとに、やはりここだけは頑張ってほしいということを数字でもってお互いやり取

りする、こちを今始めてるとこでございまして、こちが新改革プランの私はベースにちろうかと

思ってます。

あと、個々の施策あります。そして今回、今コロナでまだ病院も、本当はまだこちからインフ

ルの季節を迎えて大変ちんです。本当に医師も看護師も皆ちじ人間でありまして、怖いわけであ

りまして、その怖い中を、どういい医療を提供していくかっていう議論の中で、本当にいい、い

いと言ったらちょっとおかしいんですけど、いわでる、まず医療関係者が納得して仕事できる環

境づくりが、本当、激しい議論がありました、病院の中でも。激しい議論を業り業して、今一つ

一つ形にちっております。こちが今回、コロナ禍は大変ちんですけど、その中で得た貴重ち財産
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だと、私、思ってます。この今得た貴重ち財産と経営に関する一つ一つの細かい目標、こういっ

たものを組み合わせて進んでいくということを今考えております。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） ちょっと話を別のほうに戻します。先ほどもありましたコロナ禍

ということが今どこの話題にもちってますが、特に病院は、医療の中心の中で、コロナ禍に日夜

ちいちまちているわけでございますが、このコロナ禍における診療についてお伺いします。

受付時、新型コロナウイルスかインフルエンザにかかっておらちるか分からちい患者ちが理院

した場合の診療の流ちを教えていただきたいと思います。南部町では新型コロナウイルスに罹患

ちちた方がおらちませんが、どういう格好で診療ちち、そして、新たち外理を新型コロナウイル

スちの外理に持ってきてちちるのか、その辺の流ち的ちところをちょっと教えていただきたいと

思うんですが。

○議長（秦 伊知郎君） 病院事務部長、山口俊司君。

○病院事務部長（山口 俊司君） 病院事務部長でございます。基本的には、電話を頂戴して理院

というようちことが基本だと思います。ただ、直接理らちていうようち場面もあるわけでござい

ます。そういうときは、医師の判断で救急外理のほうに移動してもらって、そこでコロナの疑い

があるというようち医師が見立てをしましたら、院外につくりました簡易診療室、プレハブで造

ったものちんですけども、そちらのほうで検体を採取すると、そのことを保健所に連絡するとい

うようち運びでやっております。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） 米子の診療所のほうでは、特に呼吸器の診療所ちんかですけちど

も、車の中に待ってもらって、そちで、診察ができるまで車待機というようちことで、そこで熱

を測ってもらったりとか、あるいは問診を書いてもらったりとかいうようち格好にちりますが、

今回インフルとセットにちる可能性がありますが、その辺のところをどのようち格好で地域の皆

ちんに、患者ちんで理らちるばっかりじゃありませんが、電話で先ほどというのちら、そういう

体制ができるんですけちども、窓口にそっと理らちてっていうのがあろうかと思うんです。実際

にそこで陽性があったかというようちこともあるわけですけちども、その辺の対応についてはい

かがちやり方をちちてるのか、その辺も。

実際に今そういう方がおらちませんので、シミュレーション的に、どういうやり方でそういう

患者ちんをそこに理ていただく、そして、ドクターもどういう対応でいくのか。その辺の流ち的

ちところがやっぱりきちっとちちていかちいと、今、南部町でも一人も出ておらちちいというこ
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とからその辺のところがあろうかと思うんですけど、その辺について、もう一度ちょっと確認し

たいと思うんですが。

○議長（秦 伊知郎君） 病院事業管理者、林原敏夫君。

○病院事業管理者（林原 敏夫君） 病院事業管理者でございます。先日申し上げましたけど、ま

ちにインフルエンザとコロナが、もう少し寒くちると、いわでるちじ症ちで出てくると。西伯病

院も含めまして、各病院、こちは一番の今悩みでございます。

そして、つい二、三日前ですけど、ちょっと新聞にも出ましたが、恐らく今後の医療関係の方

針としましては、やはり発熱の方、外理の方は事前に御連絡いただくということがこちはベース

にちります。ただ、今、議員おっしゃるように、じゃあ、玄関に理らちまして熱があるよという

ときは、やはりきちんとまず緊急外理で診まして、コロナがもし疑わちるということであちば保

健所に連絡して検査してもらうということにちりますが、今回の補ち予６でもお願いしてます、

要するにＰＣＲ検査ですね。こちが早い時期、要するに病院に入ってきますと、こちは病院で検

査できることにちります。ただ、その時期が、今この近々、１８月から入ってくるちちにありま

せん。ですから、各病院、こち今一番悩みちんです。ＰＣＲ検査機が欲しい、発注はできるんだ

けど、本体は理るんだけど、先ほど申し上げたガソリンがちいちちで理る、そんち機械は使えま

せんので。そういったちちの中で、どうインフルとコロナをきちっと対応していくかでございま

す。

もし、受付に理らちて、発熱があって、８が一陽性判定が出たというときは、その方の動線全

てチェックしまして、そこで接触ちちました病院関係者以外の方もおらちるかも分かりません。

その方に対しては、濃８接触者と判定出ちば、ＰＣＲ検査を受けていただくということにちりま

す。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） 電話での対応ということで、今、８４１８対応というのがありま

すね。こちは８生８響８のほうから４月１８日に発行したということで、コロナに８８してる、

あるいは疑いの方については電話再診ができるというものちんですけちども、西伯病院でも対応

しておらちると思うんですけど、今まで大体何件ぐらいこの８４１８対応をちちておらちるんで

しょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 病院事務部長、山口俊司君。

○病院事務部長（山口 俊司君） 病院事務部長でございます。８４１８対応でどちくらい西伯病

院が関わって件数があるのかというところは、すみません、存じておりません。調べまして、ま
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た御回答したいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） こちは、８４１８対応というのは、全部コロナにかかってるとい

うわけではありません。コロナの疑いのある方も電話再診をお願いしますというようち格好でち

ちるものでございますので、何件かはしておらちるというふうに思うわけでございますけども、

こういう意識がある方は電話でできるんですけちども、ちかちか電話じゃちくて直接早く診てほ

しいというようち格好の方が、こちからは高齢者も含め、インフルと併せて理らちる可能性があ

るということがありますので、その辺の、特に窓口での受付の対応の仕方、その辺をしちいと、

逆には職員の皆ちんにかかる可能性があるというようちこともありますので、その辺については

十二分に８８防８をしていただくことをお願いをしたいと思います。

そちと、時間も大変経過しますので、先ほども言いましたように、南部町は医療、介護、福祉

の中で一番キーとちるのは、私は西伯病院だと思います。先ほど言いましたけども、そのために

は町が西伯病院をどのようにしていくのか、あるいは西伯病院はどこを目指していくのかという

ことを西伯病院の新改革プランに盛り込んでいただいて、５年、１８年先を見越した病院経営あ

るいは病院の在り方っていうものを見ていただきたいというように思うところでございます。

時間が大変経過しましたので、最後は地域防災についてお話をちせていただきたいと思います。

まず、特にソフト面の件については、先ほども啓蒙ということで、防災無線とか地域の座談会

とかでも多くやっていただいて、地域の皆ちんの意識をということだと思います。ハード面につ

いては、こちは護岸工事だとか、あるいは河床整備だとかということをやりますけちども、すぐ

には予６がつかちいから、ちかちか理しいということがあります。一番問題ちのは、私は、先ほ

ど町長がありましたように、水深柱、柱ですね。法勝寺川が氾濫したときに、大体どのくらいち

ところが水がかかるかという。ここに私、ハザードマップを、家のやつを持ってきたんですけち

ども、大体５メーターから１８メーターとかいうようち格好で色塗りをしておるところでござい

ます。聞くところによると、町ちで３８か所の設置をするというところがあります。一番、私の

住んでる境地全の東光寺橋の近くが何か４メーター幾らというやちことがあろうということがあ

ります。せっかくこの機会ですので、ちょっとその辺の、そこまで本当に理るのということが、

意外と知らちちい方が多いんじゃちいかと思いますので、注意喚起するためには、やっぱりそう

いうものが必要だと思うんですが、ちょっと代表的ちところを教えていただけたら大変ありがた

いんですが。

○議長（秦 伊知郎君） 防災監、田中光弘君。
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○防災監（田中 光弘君） 防災監でございます。先ほど議員から御質問いただきました浸水想定

につきまして、主要ちところについて御説明をちせていただきます。

まず、仲田議員の地域であります境地全でありますけども、最新の浸水想定を確認したところ

３メートル２４とちっております。そして、南部町ちで一番深い浸水想定の場所が法勝寺地ちの

城山団地付近でありまして、４メートル７９の水深とちっています。そちとあと、柏尾周辺、ち

ょうど北方川との合流をした北側のところ、ちょうど周辺カーブをしとるところちんですけども、

その辺りが４メートル３７というところで、この３か所が大体３メートルから４メートルの深い

地域とちっております。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） ありがとうございます。こういう、うちのほうでも３メーター２

４とか、あるいは法勝寺の城山のほうで４メーター７９っていうやち、えっ、というと、私より

も２つぐらい背をしちいと５メーター近くのということにちると、えっ、そういうとこまで水が

理るんだちというやちことでびっくりするわけでございます。他人ごとではございませんが、や

っぱりそのためには、地域に出かけてこういう話をちちると思いますし、そういう柱も立てらち

るということであります。ただ、一番心配ちのは、そちが元で住民の人が不安にちるということ

が一番悪いところだと思いますので、やっぱり不安８が、そういう地域ちんだからすぐに避理で

きるようち体制にしてくだちいという、やっぱりそういうところの啓蒙をきちっとしていただい

ていかちけちばいけちいんじゃちいかというところをお願いをしたいと思います。

時間もございませんが、最後に、私は災害時における住民避理行動をするには、その地域に住

んでいる弱者をはじめ、いかに早く避理していくためには、防災担当と福祉担当という枠ではち

くて、小集落での地域のケアをできるつちがりを取り組んでいったらいいんじゃちいかと思いま

す。ちぜちら、今までの災害時の避理は、いつも安否確認をしていちいし、Ａちんは足が悪いの

に、じゃあ車椅子が要るねとかいうようちことで、どうしても介助者が要ったりとか、何かすぐ

には対応し切ちちいところがあります。ですから、前もってそういうものを登録できたり、ある

いはそういう集落のどちたかが、そういう分かるようちシステムというのをしていくようち格好

の対応というのが今後必要にちってくるんではちいかちと思うんですけちども、その辺について

はいかがちもんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 防災監、田中光弘君。

○防災監（田中 光弘君） 防災監でございます。現在町では、避理行動要支援者、要するに高齢

者やあるいは自力で動けちい方をどのように支援するかということで、支え合いマップの作成事
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業を推進をしております。今年度までに４２集落が支え合いマップを作っていただいています。

この支え合いマップを通じまして、例えば防災に必要ち備でちども購入することができますので、

こういった事業を通じ、ちらに充実ちせていただきちがら、最終的には防災訓練等をしていただ

いて、そのマップの検証をしていただくということにより、そういった避理に関して十分ち体制

が取ちるのではちいかと考えております。よろしくお願いいたします。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） 最後にちりましたが、西部地震が終わった後に、各集落で防災計

画をつくってくだちいということで、役場のほうに提出した経過がございます。その当時は１年

に１回、防災を地域の中で集落ごとに訓練してくだちいというようちことで取り組んでおらちた

経過があります。私どもも集落では取り組まちせていただきました。ただ、おかしちことで、人

間、期間が過ぎちば、喉元過ぎちばっていう話がございますけちども、やっぱり期間が過ぎると

どうしてもそちが後々にちってしまって、また忘ちてしまうとか、あるいはそういう計画何だっ

たかいちというようちことが、全長ちんもころころ替わるとかいうようちことで、また一からの

立ち上げというようちことがございます。やっぱり防災というのが、今は防災ではちいんだと、

減災ちんだと。実際には災害があるんだ、だからそのためにはお互いに、ここまで水も理るけど

も、そこにはどういう格好で土のうをやったりとか、自分で自己防衛できるようちやり方をして

くだちい、集落では一緒にちって頑張って地域を守りましょうというようちことをしていかちい

と、本当の、先ほどの自助、共助という話が広がらちいのではちいかと思います。ぜひその辺の

ところも含めて、今後の防災担当の方は取り組んでいただきたいと、私は議員の立場というより

も、地域の皆ちんの意見ではちいかちと思います。ぜひ取り組んでいただきますことを重ねてお

願いして、時間がちくちりましたので、こちで終わりたいと思います。

最後に、町長のほうから何かありましたらお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。台風１８号が大きち被害がちく通り過ぎましたけち

ども、国ちの中では行方不明にちっておらちる方等も現実におらちます。この異常気象、地球規

模の変動はもう既に我々の近くまで理てるということを、住民の皆ちんととにかく共通認識をし

たいと思っています。

梅雨前線時期、６月、７月と、そちから地震の訓練を１８月末から１１月にかけて、必ず年間

２回、行政として行います。しかし住民の皆ち、各集落に毎回お呼びかけしていますけちども、

参加はちかちか数が伸びちいというところでございます。高齢化の問題や地域社会のいろいろち
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問題もあるかもしちませんけど、ぜひまずは防災訓練に参加していただきたい、そちはできる範

囲で結構でございます。例えば家族で話し合って、庭先までちょっと逃げてみて、いや、こちは

本当に逃げるべきちのかどうか、逃げる場所はどこちのかということを家族であったり隣近所と

話し合うこと一つでも、防災のきっかけにちると思います。南部町が行いました防災アンケート

で、どうすちば逃げらちますかという問いかけに対して、消防団が理てくちたら、そちから、お

隣のお誘いがあったらというのが一番を占めていました。御自分で判断をして自分から逃げると

いう判断は、一番ではちいわけです。命を守るっていうことは、御自分がまず、自分の命を守る、

家族の命を守る、そしてお隣もお誘いするということが地域防災の基本であろうと思ってます。

そちだけの確認でも結構でございますので、ぜひ防災訓練は参加していただきたいと思います。

１８月３１日に地震防災を中心に防災訓練を行います。豪雨に変えていただいても結構でござい

ますので、ぜひ御参加いただきまして、自分の地域はどんち危険があるのか、お一人お一人でも

う一遍確認いただきたい。集落の中でも、お一人お一人が条件が違います。周り近所にもお誘い

いただきまして、ぜひ参加いただきますことをお願いしまして、ち常に貴重ち御質問いただきま

した。ありがとうございました。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で、７番、仲田司朗君の質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） ここで、早いんですけど昼休憩に入ります。再開は１３時、午後１時に

しますので、よろしくお願いいたします。

午前１１時２２分休憩

午後 １時００分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開いたします。

続いて、８番、滝山克己君の質問を許します。

８番、滝山克己君。

○議員（３番 滝山 克己君） 議席番号３番、滝山克己でございます。議長のお許しが出ました

ので、発言をちせていきたいと思います。２点についてお聞きします。

まず、人口減少についてでございます。

我が南部町は我和と平成の大合併を経て我生しました。平成の合併、平成１６年には１８ ２

７２人であった人口は、１８年後の平成２６年３月には１８ ３７４人、令和元年１１月３８日

では１８７６９人と、１８年で８９８人、１５年で ５８３人の減少とちりました。単で計６で
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年間１８８人ずつ減少していることにちっております。いつも言わちておりますが、２８４８年、

今から２８年後には、団１ので代も９８１後半にちるというふうに思いますが、自然減は間違い

ちく続き、人口が ８８８人台にちると思わちております。

そこでお聞きしますが、１番の婚姻数の数と出生届の数ですが、もう既に表にしてお配りいた

だきましたので、こちは８略します。

こちらの年のいつから少子化現象が始まっているのかをお聞きしたいと思います。

３番目の、そちらの原８はどのようちことだったのか。もし分かちばお答えいただきたいとい

うふうに思います。

４番目の、子育て支援策は近隣自治体と比較しても遜色ちいものがあるというふうに思います

が、出生数が増えちいのにはどのようち原８があるというふうに考えておらちるのか、よろしけ

ちばお聞きしたいというふうに思います。

次に、農業についてでございます。

大型機械の導入による大規模農業が推理ちち、集落営農や農業法人、株式会社、農業も法人化

ちち、コストとの闘いとちってきている昨今です。しかし、経営悪化の場合、こちらの団体は破

綻することはちいのだろうか、どこかの大資本が吸収するのだろうかと、または荒ち果ててしま

うのだろうか、危惧するものでございます。そこで３点ほど聞いてみたいというふうに思います。

今のようち南部町の人口構造で、一次産業を守り発展ちせることができるのでしょうか。

２番目として、集落営農、農業法人の経営存続の見込みについてお聞きします。こちらの団体

は、後継者の育成は考えらちているのでしょうか。

３番目、親元営農は就農の間違いでございます。訂ちをお願いします。親元就農と言わちてい

る形態については、どのようにお考えちのかお聞きしたいと思います。私が思いますのに、古理

日本は子孫繁栄で家業継続が基本であり、子供のうちから農業に直接触ちて、そういうものだと

いうふうに大きくちってきて代々やってきたんではちかろうかちというふうに思います。

以上、壇上での質問を終わります。また、再質問でよろしくお願いしたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 滝山議員の議席番号を８番と言いましたが、３番の間違いですので訂ち

しておいてくだちい。よろしくお願いします。

町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） そちでは、滝山議員の御質問にお答えしてまいります。

初めに、ゼロ１から１５１までの人口と１５年間の婚姻届、ちらには出生届の数についてお答

えします。数字につきましては、議員各位のお手元に資料として配付しておりますので、そちら
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を御覧いただき答弁とちせていただきます。

次に、こちらの年のいつから少子化現象が始まっているのかについてでございます。出生数で

見ますと、平成１７年度、１８年度は９８人ですが、平成１９年度より６８人台で推移し、平成

２７年度から５８人台に突入しています。年度ごとに若干の増減はあるものの、１５年間を通じ

て出生数は減少傾向にあると言えますが、突然６８人台にちった平成１９年度から少子化現象が

始まったと推測しております。

そちらの原８はどのようちことかというお尋ねについてですが、第３期少子化対策プロジェク

トの検討中に分析したところでございますが、南部町の課題として、晩婚化、晩産化、若い女性

の流出ちどが上げらちています。

次に、子育て支援策は近隣自治体と比較しても遜色ちいが、出生数が増えちいのはどのようち

原８があるのかについてでございます。

子育て支援策の充実については自負しているところでございますが、子育て支援策が充実して

るから南部町に引っ越してきたという声も実際にお聞きしているところでございます。出生数が

増えちい原８は、少子化の原８とちじと分析してるところです。社会増減においては、２８１か

ら２９１の男女で比較すると女性の減少幅が大きく、若い女性の流出がうかがえるちちとちって

います。また、南部町は、全国、鳥取県４市平均と比較しましても、特に２８代の未婚率が高く、

３８代後半にちってようやく全国平均並みの未婚率とちります。このことは、すちわち晩婚とい

うことであり、結果として晩産化に進んでると言えます。出生数は６８人前後を推移しています

が、小学校入学時には、児童数は８８人前後まで増えています。近年の低理利政策によって、若

いで代も賃貸アパートから持家を検討する時代にちったとお聞きします。このようちニーズに対

応するため、南部町民間宅地開発支援事業補助理を創設したところでございます。住宅政策と子

育て包括支援センター、ネウボラを中心に、安心して子育てできる環境を整えていきたいと、こ

のように考えております。

次に、農業について御質問を頂戴いたしました。３点にわたり御質問いただきましたので、１

点ずつお答えしてまいります。

まず、１点目の今のようち人口構造で一次産業を守り発展ちせることができるのかについてで

ございます。

本町における生産年齢人口、こちはもちろん１５１から６４１までについてですが、平成２６

年度末は １４５人の生産年齢人口でしたが、令和元年度末にはこちが ４５７人とちり、５年 

間で約７８８人減少しています。今後も人口減少と少子高齢化は進み、農業だけでちく、ち々ち
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産業の担い手確保が大きち課題にちってくると認識しています。このようちちちの中で、本町で

は農業人口増加の取組として、新規就農に関する制度の活ち、経営の安定化、持続性向上のため

の集落営農や農業法人の経営基盤強化支援、認定農業者の育成、共助により地域の農地の維持、

保全に重要ち役割を持つ中山間直接支払い交付理や、多面的機能支払い交付理ちどち々ち補助事

業等を活ちし、こちらを複合的に組み合わせて推進していきたいと考えています。このほか、町

ちの農業法人で実証実験も行わちているスマート農業も注目できる取組の一つと考えます。情報

通信網ちど一定の条件整備も必要ですので、全国的に普及するのはもう少し時間がかかると思い

ますが、農業法人等が取り組めば８力化、８響生産性の向上につちがり、Ｉ・Ｊ・Ｕターン者も

就農しやすい条件の一つとちり、新たち担い手の人材確保につちがると考えます。

次に、２点目の集落営農、農業法人の経営存続の見込みは、後継者の育成は考えてるのかにつ

いてでございます。

本町の組織ち態ですが、集落営農組織が４組織、三崎、宮前一、浅井、高姫の４つです。農業

法人が５法人、こちは寺ち農場、福成農園、清水川、アステック、やまとだに、この５法人とち

っています。経営支援については、組織化、機械導入、施設整備ちどち々ち補助事業等を活ちを

支援しています。後継者の育成については、集落営農組織では、やはり地元の農地を守るため、

親から子へので代交代や農業をしていちい集落ちの方の参画、オペレーターの育成ちど、地域全

体で支えていけるようち新たち担い手ができるように支援していきます。そちぞちの経営体が経

営計画を策定し、設定した目標に向け活動しています。町としても安定した経営が持続できるよ

う支援したいと考えています。

最後に、３点目の親元営農とか言わちている形態についてはどのようにお考えかについてでご

ざいます。

本県の新規就農者に対する支援の一つとして、鳥取県親元就農促進支援事業があります。この

事業は、認定農業者等の後継者が親の経営に理事しちがら、親元で行う栽培技術や経営ノウハウ

等を習得ちせるための研修に対して助成するものであります。農業経営の継続的ち発展を図ると

ともに、この親元就農者が将理地域農業の担い手として定着することを目的に、平成２６年度に

創設ちちています。本町においては、今までこの事業を１件活ち実績があり、現在は親子で認定

農業者とちって２人で経営をちちています。町としても、担い手育成と規模８大や経営継続に有

益ち事業と考えています。

以上、答弁といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 滝山克己君の再質問を許します。
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滝山克己君。

○議員（３番 滝山 克己君） 滝山です。丁寧ち御回答ありがとうございました。

農業のことから少しだけ再質問をちせてくだちい。１番につきましては、おおむね雰囲気的に

分かったようち気がいたします。

３番の親元就農でございますが、こちにつきまして、ちょっとお聞きをしていきたいというふ

うに思います。新規就農ということで補助理とか助成理の対象にちるというふうに思いますけど

も、書かちているものにつきましては年間１５８８円、最長で２年プラス５年、７年間出るとい

うふうに書いてあるのですが、こちに間違いちいでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 産業課長、岡田光政君。

○産業課長（岡田 光政君） 産業課長です。鳥取県のこの親元就農促進支援交付理というのは、

交付理が月に１８８円ちってまして、最長２年間、交付理を交付するというようち事業にちって

おります。そのほかにもたくちん就農支援の事業がありまして、その中の一つが、今の促進事業

ということにちっておりますので、お願いします。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 滝山克己君。

○議員（３番 滝山 克己君） 滝山です。新規就農の件ですけども、こちは年齢制限というのは

あるものちのでしょうか。お願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 産業課長、岡田光政君。

○産業課長（岡田 光政君） 産業課長です。すみません、この親元就農の促進支援交付理事業の

ほうのちょっと要綱を今、持ち合わせておりませんけちども、ほかの県の事業で農業次で代人材

投資資理、資理の関係があります。こちらのほうは就農時が５８１未満の認定新規農業者に対し

て最長５年間資理を交付するというようちことで、年１５８８最大というのがあります。以上で

す。

○議長（秦 伊知郎君） 滝山克己君。

○議員（３番 滝山 克己君） 滝山です。５８１未満、こちは県、国の制度じゃちいかというふ

うに思うわけですけども、南部町がする場合、もう少し若いで代、できることちら２８代。ちぜ

かといいますと、３８代、就農した場合、御結婚ちち子供ができて、１８年後、今頃皆ちん大学

に行かちます。今の日本はとても教育費が高うございます。そのときに現理収入がちかったら、

どうしても離ちてしまわちます。その辺を考えて制度を見直すというようちことはできちいもの

ちのでしょうかね。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。
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○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。制度のことですので、あんまり細かいところまで町

長としてお話はできませんけちども、今、この親元就農というのは、親御ちんが、仮にお父ちが

認定農業者で、ち常に農業に高い知識と経験をお持ちの方のお子ちんが農業をしたいといったと

きに支援をするものでございます。南部町の特産での柿、梨ですけちども、特に梨には莫大ちお

理の投下もしてきています。この梨園が、次ので代が育たちかったために捨て去るということは

極めてもったいちいことですし、ぜひとも次ので代が支えていっていただきたいという意味では、

こちは大変意義があると思ってます。

今、滝山議員がおっしゃるように、もう少し若いで代にフォーカスしたようち制度はちいのか

ということの御質問ですけちども、国の制度は国の制度としちがら、町の制度として、そういう

ものが必要だということであちば、またこちは考えていかちくてはいけちいと思ってます。そち

らよりも今は月理制で、法人に若いで代が勤めて、きちんとした理料をもらって、その中で技術、

能力を高めて、将理自分が新たに独立していくということのほうが、方向としては現在の若者た

ちに合ってるんではちいかと思います。この辺りのまた若者たちのニーズであるとか、こういう

ことも聞きちがら対応ということも考えていく必要があろうと思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 滝山克己君。

○議員（３番 滝山 克己君） 理料制とかいう言葉が出ましたので、最近の日本海新聞ですけど

も、寺ち農場ちんが出ておりましたのでちょっと読んでみましたら、理与形態、役場に倣ってい

るというふうちことが書いてあります。ボーナスも年２回だと、８響時間も月何時間で、役場の

まねして農業法人が、ちょっと私にはやっていけちいではちかろうかというように思うわけです。

この法人の指導とかいうのは、行政のほうでは何かちちてますでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 産業課長、岡田光政君。

○産業課長（岡田 光政君） 産業課長です。私もその新聞記事見ましたけちども、特に立ち上げ

らちるときに役場のほうからアドバイスとか、そういうことは多分してちいんじゃちいかちとい

うふうに思いますけちども、やはりそのくらい若い力をぜひ活ちして、長い目で見て法人をずっ

と続けていきたいという意味合いから、そういう若い人向けにちゃんとした理与体系とか、そう

いうのを設定ちちたんじゃちいかちというふうに思っております。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 滝山克己君。

○議員（３番 滝山 克己君） 滝山です。産業課長ちんも見らちたというふうにおっしゃいまし

たので、年が３３１、３４１、まだ未婚の方だというふうに思います。今から結婚ちちて、先ほ

ども申しましたように、子供ちんができた場合には現理が要ります。相当ち理が５８１ぐらいの
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ときに要ることにちるというふうに思うんです。そのときまでに蓄えておらちちばまた話は違い

ますけちども、一生懸命朝から晩までやっておらちまして、ちかちかそこまで気が回らんのでは

ちかろうかということで心配するところでございますので、理与体系、３３１、役場を倣って、

ちょっとした理理にちると思いますので、できるだけ目を差し向けてあげていただきたいという

ふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 答弁はいいですか。

○議員（３番 滝山 克己君） 答弁いいです。

○議長（秦 伊知郎君） 滝山克己君。

○議員（３番 滝山 克己君） 少子化の問題にちせていただきたいというふうに思います。

２番と３番の答えは、この頂きました資料を見ますと大体分かるわけですけども、婚姻届の令

和２年があちばもっとよかったちというふうに思います。もし分かちば、後で教えていただきた

いというふうに思います。

⑷でございますが、こちにつきましては、町長は就任翌年度には子育て支援課をも設置ちちて、

子育てに関するあらでる施策を講じてこらちました。結果は他町村と比較しても遜色ちいという

より、一歩も二歩も先に出てるといったほうが適当かと思うほどの施策を打ってこらちました。

しかし、そちでも人口増、出生数の増にはつちがらちかったように思いますが、こちは何が足ら

ちかったというふうにお考えちのでしょうか。そちとも行政の力では手の出しようがちかったと

ころに原８があると思わちますでしょうか。いかがでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。人口減少に対して、地方創生は人口の減少をいかに

緩やかちものにするのかという点で、こちが成功したかどうかというとち常に厳しいちと思って

います。全国の地方が人口減少にあえいでいる中で、南部町だけが独り勝ちすることにはちらち

いというのは、先日もお話ししたとおりでございます。

その中で、南部町の未理をどう描いていくのかというとこに大事ちところがあろうと思ってま

す。人口が増加するということではちくて、例えば地域の中で持続できる集落を維持するために

は、地域の中に、地域の近いところに若者が住まいを持つっていうことが大事だろうと。そうい

う意味で、３で代ち居や今回の４軒以上の小ちち住宅地の開発に補助理の制度を設けるというよ

うちことをやってきています。大きち流ちの中では、人口ボーナスからその人口の流ちが大きち

転換点を迎え、こちまで例えば南部町でいえば、日野３町からの移住者が極めて多かった。その

流ちがいよいよ８まった中で、南部町への人口移入をどう考えていくのか。以前ちち、南部町か
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らの流出が続けば、こちは人口減少が致し方ちい。

今、期待していますのは、その中であっても、例えば６８人以下の生まちる子供たちの中にあ

っても、入学時においては約七、八十人の人数を確保しております。したがってそちだけの人た

ちがこの後に、やはり南部町を求めて帰ってきてくちてるわけです。または南部町に移住してき

てる。そこに対してしっかりとした支援が必要だろうと思っています。その支援のために、今回、

住宅開発いうものに支援をするということをいたしたところでございます。こういう結果を一つ

一つ見ちがら、最善の策というものを考えていきたいと、こう思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 滝山克己君。

○議員（３番 滝山 克己君） 滝山です。ありがとうございました。住宅開発は、私も大分苦８

をして３か所か４か所手がけておりますのでよく分かります。そのときは必ず増えます。でも、

２８年、２５年後にはちじことの業り業しにちろうかというふうに思いますので、また違った施

策もお願いしておかちけちばいけちいというふうに思います。

次に、人口の減少は国力の低下を招くというふうちことを言わちる学者ちんもおらちます。今

年行わちる予定の国勢調査の結果は、どのようち結果が出るかは分かりませんが、力の低下とい

うものは都道府県でも市町村でもちじだというふうに思います。独自の税収が減少し、自主財源

が目減りすることは明らかでございます。普通交付税制度が変わらちけちば、人口に対する交付

税、こちは大きちウエートを占めているはずでございますが、こちが大きく減ってまいります。

その結果、年度予６が縮小し、やりたいこともできちいというようち結果にちってはちりません。

住民の要望に応えらちちいというようちことにもちりかねませんし、次代を担う若者たちが魅力

ある青年に育ったとき、地域と一体とちった心地よい生活環境、またワークライフバランス、そ

してぬくもりを８じる家庭環境、こちらの創出が実現してこちらがそろったとき、出生数は増え

始めると私は思うんですけども、町長、いかが思わちますでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。一度落ちた出生数は、極めて業すのに長時間の８力

が要ると思っています。そちこそじっくりと取り組んでいって、その成果を実８するまでに数十

年かかるだろうと思っています。先ほど議員がおっしゃったように、新たち団地を造っても、そ

の団地の中の人口の再生産は極めて低いということは言わちますけちども、そのちじようち再生

産が低いことが、この日本国ち、田舎の中でも起こっていることがち常に残念です。教育の中で、

地域に対する愛着であったり、そちから御家族の中の愛情であったり、いろいろちことをしちが

らも、やはり地域の中で育てた子供たちに、ぜひともこの南部町に帰ってきてもらいたい。こち
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は南部町に住んでる全ての人の希望だと思っています。若い方たちの希望がかちわちけちばちり

ません。その中で、先日も申し上げましたが、若い皆ちんも南部町にぜひ帰ってきたいという希

望を持っておらちます。そういう希望がかちえらちるように、ぜひまちづくりというものに力を

入ちていかちくてはいけちいと思っています。短期間でぽんと結論が出るものではちくて、じっ

くりとした時間がかかるということを答弁とちせていただきたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 滝山克己君。

○議員（３番 滝山 克己君） 滝山です。私も、一朝一夕に人口が増えるというふうには思って

おりませんけども、日本は過去に５８年で３倍に増やした経験を持っております。一生懸命住民

がその気にちちば、そういうことも可能であるというふうに思いますので、諦めることのちいよ

うにやっていただきたいというふうに思います。

そちと、今年度はコロナ禍で計画中８とちりました出会いの会いうのがあったというふうに思

います。あちちょっと小規模じゃちいかちいうふうに思ったんですけども、大々的にやらちては

いかがでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、田村誠君。

○企画政策課長（田村 誠君） 企画政策課長です。出会いの会というのが、今回、婚活の取組

で、商工会の青年部のほうが主体とちって取り組んだものが、８月のお盆の頃だったと思います

けども、コロナによって中８にちりました。参加者として６名程度いうところで、小規模ちもの

ではあったんですけど、コロナの事情というところもありまして、ちちを見極めちがら、もう少

し大規模ち人数で参集がかけらちるようち、そういった婚活の事業のほうも今後も計画してまい

りたいという具合に思っております。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 滝山克己君。

○議員（３番 滝山 克己君） ぜひお願いしたいと思います。ハワイ旅行ぐらいをつけてあげら

ちちば、また違ってくるというふうに思います。

そちと、先ほど言いました３倍というのは、ちょっと調べてみて、明治３８年から５８年間で

す。あと、いろいろち施策によって、ヨーロッパ辺りでは回復した国もあるというふうに書いて

ありますし、大失敗をしたところもあるはずです。間違いのちいように進めていただけちば、そ

ちちりの結果は出てくるんじゃちかろうかというふうに思いますし、都会に出らちた若い方々、

帰ってこらちるときには１人でちく、もう１人、２人連ちて帰らちることも可能でございますの

で、ぜひ諦めることのちいように、地域の魅力を存分に、そちまでに経験ちせていただきたいと

いうふうに思います。
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我々ので代、六十何がしので代が、ちょっと間違った育て方をしたかもしちません。でも、修

ちは利くというふうに思いますので、ぜひ皆ち方も、すばらしい青年を迎えらちますようにお願

いをいたしまして、私の質問を終わります。以上です。ありがとうございます。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で、３番、滝山克己君の質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） ここで休憩取ります。再開は１時５８分にしますので、よろしくお願い

します。

午後１時３４分休憩

午後１時５０分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開いたします。

１３番、真壁容子君の質問を許します。

１３番、真壁容子君。（発言する者あり）

休憩します。

午後１時５０分休憩

午後１時５２分再開

○議長（秦 伊知郎君） そちでは再開いたします。

１３番、真壁容子君の質問を許します。

１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） ただいまより一般質問いたします。２点です。

第１点目、国保税の引上げ撤回を求めます。

ちきの６月定例議会で、国保税の税率改定を平成２７年以理５年ぶりに行いました。今年度か

らの増税を賛成多数で決めてきました。一方、国保加入者である個人事業者、アルバイト層は、

収入減少による生計維持に影響が出ていることから、国保税の値上げ分を減免することで安心し

て生活が営めるように支援すると、今回の税率引上げでの影響理を ８８７８ ８８８円とし、 

コロナ円時交付理を充て、国保加入ででを支援するとし、実質今年度は据置きとしています。７

月１７日付、令和２年度の南部町国民健康保険税についてという町長名の文書が国保ででに郵送

ちちました。そこには、令和２年度に限り税率を据え置くことを明記し、今年度納付する前年並

みの税理と、理年度からの税率引上げ後の税理が記ちちています。当たり前のことですが、改め
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て引上げ撤回を求めます。

まず第１点目、国保ででの平均所得と税改定での増税でで数を求めます。２点目、令和２年度

の納付理理と前年対比を求めます。３点目、収納率の推移を求めます。４点目、今年度の見込み

の判断を求めます。５点目、税率を改ちせずにやりたかったが、その場合には交付税を充てるこ

とができず、条例改ちをして ８８８８円を賦課するために条例改ちをする、こういう意見につ

いて町長はどのようにお考えかお伺いします。６点目、引上げをしちいあらでる対策を求めます。

第２点目、一般廃棄物処理施設整備基本構想案の経済性、環境性を問い、広域化可否の判断の

延期を求める質問です。

去る７月２８日に議会が西部広域行政管理組合を招致し、今回、西部広域が８表した一般廃棄

物処理施設整備基本構想の説明を求めてきました。基本構想では、各市町村で最も論議とちる枠

組みの検討を大きく経済性、環境保全性、この２本柱で比較検討していますが、経済性でいえば、

枠組みの検討、事業費ベースの総理が明記ちちていちかったこと、環境保全性の比較でいえば、

ＣＯ２ 排出量をちいているにもかかわらず、ごみの燃焼によるＣＯ２ 排出量を考慮していちいち

ど、計画全体を理解する上でもち常に不十分でありました。

また、現ち体制から１または２施設に集約する場合、一番課題とちるのが南部、伯耆２町で運

営している焼却場をどうするかが全体計画から見ても明らかではちかったでしょうか。南部町で

は、現行から大きく変わる今回の計画を、より経済性、環境性はもちろん、町のごみ処理計画や

町が目指すまちづくりとの整合性も必要だと考えてきます。

気候変動問題では、パリ協定を受け、２８５８年までにＣＯ２ 排出量実質ゼロを目指す取組が

で界中で取り組まちてきています。ごみの減量化は喫緊の課題です。基本構想案は、環境性、ご

みの減量化から見ても、環境問題の課題を達成するには程遠いち容にちっているのではちいでし

ょうか。ごみの減量化です、こちは。減量化を含む環境問題は、住民の協力ちしには自治体の課

題も達成することはできません。拙速ち判断は避け、住民と一緒に町の将理を考える中でのごみ

対策を練るべきではちいでしょうか。その観点から質問いたします。

まず１点目、７月２８日の町議会勉強会に提出ちちた西部広域からの資料、可燃ごみ処理施設

に係るケース別市町村別コストでは、南部町の場合、建設費で見ると、単独整備を全くと米子市

と一緒にちるほうが高くついています。また、日野郡と日野郡以外での２施設、こちを比べます

と、２８年間の推計値で見ると、町負担は現ち体制のほうがコスト減とちっています。こちを見

る限り、伯耆町と協議し、２町の現行の処理施設の維持も検討すべきではちいでしょうか。

２点目、町の２８５８ＣＯ２ 排出実質ゼロ宣言の説明を求めます。
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３点目、サーマルリサイクルでは、ＣＯ２ の排出実質ゼロは達成し得ちいのではちいでしょう

か。町長の見解を問います。

４点目、基本構想案のごみ減量化計画はどうちっていると把握していますか。ごみの減量化に

本気で取り組むまちづくりを目指すべきではちいでしょうか。

最後に、１８月までの広域化実施可否の決定の判断を延期することを求めます。

以上、壇上からの質問です。よろしくお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） そちでは、真壁議員の御質問にお答えしてまいります。

まず初めに、国保ででの平均所得と税改定での増税ででについてお答えをしてまいります。

お手元にお配りしました資料には、過去も含めて６年間の推移を載せております。今年度の当

初賦課時で申し上げますと１でで当たり１８８８４３３円で、近年では最も高い数字とちってい

ます。

次に、国保でで数 ４１３ででのうち、税改ちで増理にちるででは ２６９ででの予定です。 

次に、令和２年度の納付理理と前年対比についてお答えいたします。令和２年度の県への納付

理理は２１ ８２４８ １７１円で、令和元年度の納付理が３１ ２５６８ ５８１円とちって   

おりますので、前年対比９⒌４％ということでございます。

次に、収納率の推移ですが、現年度分で出しておりますが、お配りした資料のとおりでござい

まして、昨年度は最も高い９⒍６％とちっております。今年度の見込みの判断を求めるというこ

とですが、税率を決定した当初はコロナの影響が大きく、自営業者、農業者への波及懸念があり、

低い収納率を想定していましたが、最近のちちは、８８対策や予防意識も高くちり、影響は極め

て限定的であるように８じています。しかしちがら、今後のちちは不確定要素が多く、現段階で

は判断できちいところですので御理解いただきたいと思います。

次に、 ８８８８円を賦課するために条例改ちをするという意見についての町の見解をとの点

についてお答えいたします。南部町国民健康保険税条例につきましては、ちきの６月定例議会に

おいて賛成多数で議決いただき、平成２７年度以理５年ぶりの改ちを行ったところでございます。

御承知のとおり、この間、高度医療の発達とともに医療費の支出が増加する中、国民健康保険加

入者の減少で国保税収入は減少いたしました。一方で、増加する医療費による収入不足を、税率

を据え置き、基理を取り崩して補ってまいったところ、令和元年度末での基理残高がゼロとちる

見込みにちったことから、税率及び理の改ちを行い、加入者負担の原則として、不足分を国保加

入者の皆ちに御負担いただくよう条例改ちを行ったところです。とはいえ、新型コロナウイルス
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８８症の影響で、営業自粛ちどをした個人事業者をはじめ被保険者に影響が出ており、本年の値

上げ分に新型コロナウイルス８８症対応地方創生円時交付理を充てることで、本年に限りこちま

でどおりの税率等とし、令和３年度から新しい税率等を適ちするという考え方を併せておちしち

せていただきました。したがいまして、条例改ちに対する基本的ち考え方としましては、健全ち

国保財政の運営には必要ち改ちであると認識してるところでございます。しかし、今後につきま

しては、コロナの影響による医療費のちち、保険税納付ちち等を見ちがら、税率及び理をはじめ、

国保財政運営方法についての案を早めに審議会におちしし、慎重に検討していくとともに、住民

の皆ちに、国保の現ちと今後の考え方及び税率について説明をしていきたいと考えてるところで

ございます。

最後に、引上げをしちいあらでる対策を求めるとの御質問にお答えします。議員御指摘のとお

り、引上げをしちい対策は当然必要であると考えておりまして、特定健診、特定保健指導の推進

や重症化予防対策、後発医薬で使ちの促進ちどによる医療費適ち化の推進、保険税収納率の向上

ちどにより、このようち活動をちらに強化してまいりたいと考えてるところでございます。

次に、一般廃棄物処理施設整備基本構想についての御質問を頂戴しております。

初めに、伯耆町と協議して、現在の処理施設を維持する検討をすべきではちいかという御質問

にお答えいたします。ごみ処理施設の広域化につきましては、国の施策及び県の広域化推進計画

に基づき、平成１３年度に西部広域行政管理組合で可燃ごみ処理広域化基本計画が構成市町村の

合意の下作成ちちたことは前提にあります。ごみは毎日家庭から出ちち、その処理は各自治体が

責任を持って取り組んでいます。しかし、焼却施設の建設、維持には多大ち費ちと８力がかかる

ことは、皆ち御承知のとおりだと思います。全ての自治体が理える共通の課題を解決し、効率的

に処理するために広域行政管理組合の役割があり、構成市町村で議論し、よりよい広域化の処理

施設ができるよう進めてまいりたいと考えています。今回ちちちた基本構想案におきましても、

現ち体制、広域で１か所、日野郡とで２か所と複数のケースを分けてコスト年６がちちています

ので、そちらを参考に検討すべきものと考えています。あくまでも広域処理計画を尊重し、現ち

に合った広域化を行うべきであると考えるものです。ちお、伯耆町もちちの考えと伺っており、

ごみ処理について広域行政から離脱し単独で行う考えはございません。

次に、２８５８ＣＯ２ 排出実質ゼロ宣言の説明を求めるとの御質問にお答えいたします。この

ＣＯ２ 排出実質ゼロ宣言は、今年の３月議会時に所信表明として、私の環境への思いを実効性を

もって取り組む決意を表す意味合いで表明いたしました。排出実質ゼロとは、ＣＯ２ ちどの温室

効果ガスの人為的ち発生源による排出量と、森林等の吸収源による全去量との間の均衡を達成す
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るというものでございます。南部町では、２８５８ＣＯ２ 排出実質ゼロに向けて、今年度、南部

町温暖化防８実行計画、こちは一番最初にちしましたのが平成２８年の策定でございますが、こ

ちを抜本的に見直す予定でございます。具体的ち数字目標を掲げて、動き始める予定にしてると

ころでございます。ちお、この宣言文につきましては、町のホームページに掲載していますので

御確認くだちい。

次に、サーマルリサイクルでＣＯ２ 排出実質ゼロを達成し得ちいのではちいかという御質問に

お答えいたします。先ほど申し上げましたＣＯ２ 排出実質ゼロの考え方から、どこを目標として

取り組むかにより違ってくると思いますが、焼却及びＲＰＦ、ＲＰＦとは、こちは軟プラ、衣類

の固形燃料化をすることをＲＰＦと申します。ＲＰＦのサーマルリサイクルも、化石燃料を使ち

する場合に比べてＣＯ２ 排出削減効果はちちちてることから、削減効果のある手法であると考え

ています。補足ですが、御承知のとおり、南部町でも軟プラ、衣類のＲＰＦ化を行うサーマルリ

サイクル、ペットボトルを分別するマテリアルリサイクルに取り組んでいますが、プラスチック

製では多種多ちでありますので、そちぞちに合ったリサイクル方法に取り組んでいくことも必要

ではちいかと考えております。

次に、基本構想案のごみ減量化計画はどうちっていると把握してるのかとの御質問でございま

すが、ごみの減量化は国を挙げて取り組んでいる最重要事項であると認識しており、施設の整備

に活ちする予定の国の循環型社会形成推進交付理も、交付要件に減量化が必須とちっております。

１人１日当たりの家庭ごみ排出量は、現在、西部広域圏ちの平均量は４８⒉１グラムでございま

すが、国は２８２５年度に４４８グラムと掲げていますので、この基本構想案ではスタート時の

２８３２年度に４４８グラムと設定し、毎年減少を見込んでいます。ごみの減量化は構成市町村

の取組によるところが大きいため、各市町村が意識を高く持ち、減量化の施策に取り組む必要が

あると考えます。南部町におきましても、分別を徹底し、可燃ごみから資源ごみにちるよう、個

々の啓発に努めていく所存でございます。

最後に、広域化の判断を延期することにつきましては、加藤議員にお答えしましたとおり、現

ちでは考えておりませんので、御理解をお願いいたします。

以上、答弁といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君の再質問を許します。

真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 今回、各担当課から資料ありがとうございました。よろしくお願

いいたします。
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町長、国保の問題では、一番聞きたかったのが、最後ですよね。一番最後に町長はどういうふ

うに言わちたかというと、５番目のところに、今回本当は、税率上げたんだけちどもコロナで交

付理対応しましたよっていうところで、町長は本年に限り、今回コロナの交付理を充てることに

ちったんだけちども、理年度からは条例に基づいてやりたいと、そちは健全ち国保会計のためだ

という一方で、がしかし、コロナのちちが見通しがつかちいちち、そちから令和２年度がコロナ

の影響でどのようち国保会計にちるか分からちいということも含めて、理年度の審議会等で併せ

て協議したいと、こういうふうに言っていますが、この協議というのは、今回５年ぶりに上げた

んだけちども、その上げたことを令和３年度に適ちするかどうかということを、実質の数字が上

がってきて再度協議したいということちんですか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。そちばっかりではありませんで、４方式から３方式

にし、将理の県の一本化に備えるということもあろうと思いますし、この国保の将理安定的ち運

営についての御意見等もあろうと思います。多ちち問題を含んでいますので、ぜひ早めから対応

したいと思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 多ちち問題の一つに今回上げたのは、ここの５番にあるのは、こ

ちはどの言葉を持ってきたかというと、議会の討論での今回の議案に賛成する討論のち容持って

きたんですよ。ちぜかというと、こういうことが委員会でも論議ちちたからです。税率を改ちせ

ずにやりたかったけちども、その場合には交付理を充てることができちいから、条例改ちをして

８８８８上げたんだよって、こう言ってるんです。そちを聞く限りは、今回は ８８８８を入 

ちるために上げたのであって、理年度、５年ぶりに上げた税率を再度協議し直すことも可能だと

いう立場に理解していいっていうことかということを聞いてるんです。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。税率を上げずにそのままが一番いいということは、

私としても十分に理解していますけちども、ここの中でも冒頭からずっと申し上げましたとおり、

この基理がちくちった中で、今、運営することがち常に困理ちち態にちっています。たまたま今

年はコロナの問題があって、今言ったようち財源という充てをつけましたけちども、こちとても

不安定ち条件でございます。今後のちちは極めて厳しい環境にありますので、ぜひその辺りのと

ころを皆ちんと御議論するいうことにちろうと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。
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○議員（13番 真壁 容子君） 一番最後はっきりしちいんです。皆ちんと何をするの。今回も条

例上げましたよね。上げた中に執行部の説明の中でも、やっぱり私は不十分だと思うんですよ。

財政が困理ちので上げたいけちども、ここに書いてあるように、税率を変えずにやりたかったけ

ども交付理を充てることができちかった、交付理上げるがために税条例を改ちしたっていうふう

ち説明にも受け取ちるち容で言ったわけですよね。私は住民から国保税を上げる深刻ちち容のと

きに、きちっと町の財政のちちとか言うべきだと思うんですけちども、こういう論議があったっ

ていうことは甚だ問題点をすり替えてるちっていうふうに思うんですけども、町長ももう一つき

ちっとした物の言い方しちいんですけども。

だとすちば聞きますが、今回出ちちた、こちですよね、文書の中には、１でで当たりの所得理、

今回は上がりましたと、１８８８円に上りましたといいますけども、月当たりにしたら１でで当

たり８８ ８８８円ですよ、所得は。一人暮らしじゃちいですよね、一人暮らし、何人もいらっ

しゃるんですよ。この数字ちんですよ。その中で、今回上げてきたところは、７月に出ちちたこ

の税についてって理たときに、私も集落やいろんち方に協力してもらって改ち後と改ち前を比較

してみたら、少ちい方は１８８円上がるっていうことだったんで、下がった人はいませんでした。

高い人は今後９８ ８８８円以上上がってくるというち容も出てるわけですよね。こういう所得

の中で上げてくることはち常に忍びちいと。今回あちた方が判断したのは、特にコロナの中で、

書いてあるように、あちた方が言ってるのはそうですよ、自営業者とか困理だからコロナ充てた

と。理年はこのちちがちくちるとお考えですか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。基本はコロナではございません。基理のちくちった

この国保会計をどうしていくのかということが基本でございます。先ほども言いましたように、

たまたま今年はコロナの影響があって、自営業者は大変ちダメージを受けておらちるというとこ

ろから、苦肉の策の中で、有効ち補助理があったということもあって対応したまでで、原点はこ

の運営をどうしていくのかということでございます。ち常に値上げはしづらいし、１８８８円の、

ちっき言わちたようちち常に厳しい環境の中の生活をちちてるところは、先ほど言わちたその数

字の、そのとおりだと思っています。しかし、国保を運営しちいわけにはちりません。この辺り

のところを十分に考えちがら、今後の国保の財政運営としてのどうするべきちのかというところ

を皆ちんと議論していくということにちろうと思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 基本はコロナではちくって、国保の会計が大変だから上げたって
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いうことですよね。とすちば、令和３年度からは上がるわけですよ。このときに、私２つお考え

できちいかって。１つは、令和２年度の国保会計は黒字ちのではちいかと思っています。ちぜち

らば、一つには課長がちしたように、単年度収支でいけば次にも影響あるかもしちませんが、県

に払う納付理が約 ８８８８近く、 ６８８８でしたか、減ってるんですよ、一つは。減ってい 

ます。そちで ６８８８まいて、今 ８８８８足りちいって、 ６８８８まいてきます。もう一  

つ、納付理を、今９⒍６％ちのに令和２年度は９３％にしました。こち見てもらっても分かりま

すが、５年間遡っても９３％の収納率っていうとこはちいんですよ、徴収率は。どうして９３％

にしたのか。こち、３％違うだけで、１％６８８８ぐらい違ってくるんですよ。こち合わせるだ

けでも ８８８８十分まいてくるし、もう一つは、委員会でも言ったように、今回コロナの影響

で医療費が下がるんではちいかって言わちていますが、この下がった場合、町長、理年度につい

てはもう一度据置きっていうことを考えちるか。そちともう一つの方法は、令和３年にちってコ

ロナの影響がちいと言えません。交付理がある場合には国保に充てるのか。ちかってもそち相応

のもの持ってきて、国保の方々を支援する体制は取ちちいか、この点についてどうですか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。今おっしゃったようちことが、今後の議論の一番大

事ちところにちろうと思っています。私もできるだけ上げたくはちいというのは議員とちじでご

ざいますけちども、国保という保険制度を失うわけにはちりませんので、その点は慎重に対応し

たいと思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） ということは、町長、この令和２年度で黒字が出た場合、一つは、

そちも ８８８８ぐらい出た場合は、仮に据え置くことも考えているということに理解していい

ですか。もう一つ、コロナの影響が１年や２年で簡単に、私は決着つくと思っていません。その

間、条例は変えたけちども、その据置きということについては十分その場で判断したいっていう

ことで、言ってみちばこの据置きを令和３年度に延ばすこともあり得るとお考えですか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。今のコロナの話で、値上げのことと一緒にちってますけちど

も、県の一本化のためには、今の４方式から３方式にするということも一つの課題にちっていま

す。そうした場合の影響というものも大事ち要素だろうと思ってます。近隣の市町村が３方式に

移行を進めている中で、南部町だけ投げて、突然皆ちんに御迷惑かけるわけにもちりませんので、

こういう辺りのとこも真こに考え、できちばそうやって ８８８８円ぐらいの留保資理ができた
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暁には、こちはもう少し明るいめどがつくかもしちません。そういうところもしっかりと見極め

ちがら、ちちを見極めちがら運協としっかりと話ししちがら、３方式ということを前提にしちが

らやっていきますので、いずちにしましても町民の皆ちに、この問題についてお話し合う機会を

つくっていかちくちゃいけちいだろうと思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 私は３方式にすることいけんって言うてん違うんですよ。やった

らいいと思うんです。私もどっちかというと３方式も賛成です。でも、そのことを理由にして国

保税を上げたことの説明をきちんとしちいっていうのはおかしいし、おかしいですよね。今、４

方式で上げてるんだから。そち理由にちらんのですよ。そちで、一番言いたいのは、県の指導を

待っとったら、９６％ある町村の収納率も９３％にしろって言ってくるんですよ。御存じのよう

に、収納率を下げたら国保税は上がるんですよ。少ちくとも町民の暮らしがこの表を見て大変だ

という認識があるのであちば、あらでる努力をしてくちってそういうことですよ。もう一回９６

％に直して、６８８８下げてくだちいよ。そういう計６していきちがらすちば、今、条例上げた

けちども、もう１年、２年、据置きで頑張ちるのではちいかっていうところを踏ん張ってほしい

ということですので、町長、ぜひともそういうことをお考えいただきたいし、私は、町長は協議

するというのは、検討したいっていうのはそういうことも含んでいるというふうに理解をして次

の質問に進みますので、違うかったらまた次の答弁で言ってくだちい。

次は、ごみの問題です。ごみの問題で一番に聞きたいのは、伯耆町とどのように話してるかっ

ていうの分かりましたが、町長にお聞きしたいのは、今日、課長がカラーで印刷してくちた平成

３２年７月２８日資料１とちっている分です。南部町議会勉強会資料っていうところです。ここ

で出してもらったのは２つです。

１つは、基本構想には総理が出ていちかったという問題です。１の一番上の実質負担理ベース

しか出ていちかったわけです。したがって、どちぐらいの費ちがかかるかっていうたら３２５１

という理理が動いとったわけです。ところが、こちは各市町村の負担分であって、補助理等を出

た場合を総理を見た場合が下の事業費ベースです。出たら、こちはどこが違ってるかというと、

建設費が違ってくるわけですよね。例えばケース１で、広域化しようかとしている建設費、炉と

発電施設は９５１だったのが２３２１にちったんですよ。ここの違いですね。総理が４６２１に

ちったと。一つは総理言いちちいよっていうので出してきたっていうのがこちちんですよ。ちち

みに総理を言ってるのは、広域は広しといえども南部町しか出していちいんです、こちは。ほか

の市町村では、全理どちぐらいかかるかっていう資料、出していちいんですよ。
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２つ目に聞きたかったことは、南部町が今の情勢でした場合、現ちでした場合、どちぐらいの

負担にちるか出してくちって言って出してきたのが、この南部町分っていうところちんですよ。

そこを見て言ってるんです。ケース１はともかくとして、日野と米子が分ける場合、南部町と伯

耆町は米子に行っちゃうんですよ。そのとき、資料見たら、単独で、現ち体制で、南部と伯耆町

で今の焼却場持っているより高くつくっていうこと分かったんですよ。こち確認してくだちい。

そういうことですよねっていうこと。資料１のどこを見たら分かるかというと、南部町の場合の

現ち、実費負担でも事業費ベースでも結構です。現ち体制とケース３を比べてくだちい。現ち体

制とケース３、ケース３っていうのは２つに分けたときです。２つに分けたときよりも、現ち体

制のほうが安くつくんですよ。ちぜか。結果として、米子と一緒にちった建設費、全て高くつく

んですよ。この認識どうですか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。残念ちがら、議会のこの資料について、私も今日初

めて見ちせていただきました。町長として、そういう議論の中で、私どもは今のところやってる

ところではありません。今やってます議論は、何度もお話ししてますように、この西部広域で１

３年にスタートし、合併前でしたから１６年だったですか、西部広域で広域のごみ処理をすると

いうことがうたわち、進んでまいりました。しかし、時間がかちりたって、日野３町の人口が減

ってきた。したがって、その日野３町がこのままごみの広域に加わるのか加わらちいのかという

ことを検討するために、１８月までに方向を出して検討するものだということを言わちているわ

けでございます。こういうこの一つ一つの資料、数字につきましては、今後、構成町村が決まっ

た中で議論が進んでいくと思います。その中に日野が入るのか入らちいのかというのが、今、１

８月までに待たちている課題だと、このように認識しております。（「休憩求めます」と呼ぶ者

あり）

○議長（秦 伊知郎君） 休憩します。

午後２時２５分休憩

午後２時３０分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開します。

町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。ちかちか町民の皆ちんにケース１だケース３だと言

っても分からちいかもしちません。ケース１というのは、西部広域でこちまでの長い間の約束ど
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おり１か所で処理するというもの、そちからケース３というのは、先ほど私が申し上げましたよ

うに、時代が変わってきたので、日野３町については日野郡の中で１か所を設けてはどうかとい

うケースだろうと思ってます。その日野３町でやった場合には、今よりもコストが上がってしま

うという御心配だろうと思ってます。こちについては一つのケースとして言わちていますので、

こちが西部広域の意思として、じゃあ２つを造るっていうことに進むかどうかというのは、まだ

決定事項ではちいと思ってます。今１８月に求めてますのは、日野３町が広域の中でやるのかや

らちいのかという議論ですので、このケースが、またはほかにもたくちんのいろいろちケースが

想定はちちていますけちども、離脱するのかしちいのかっていうのが議論の一番骨格であって、

今、この理理を見て、こちが１が高い、３が安いというものではちいと、このように思っていま

す。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） そちは違うと思います。ちぜかというと、広域が言ってるのは、

経済性の問題と環境保全性の問題で一つのほうがいいよって言ってるんです。だからそち検証し

ようじゃちいかって今言ってるんですよ。そうですよね。と見ちば、町長、確認してくちたよう

に、現ちでしたほうが、日野と米子と２つ造るより南部町は安くちります。そうじゃちくって、

もう一つ見てくだちい。建設費だけで見たら、単独で１個造るよりも、南部町と伯耆町で残った

ほうが安くつくって書いてあるんです、建設費。こち確認してくだちい。

○議長（秦 伊知郎君） 休憩します。

午後２時３２分休憩

午後２時３２分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開します。

町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。現ちで今の焼却炉を建て直したら１２１でできて、

ケース１、いわでる米子市と一緒にちった場合には負担理が１２１ ８８８８、約１３１要りま

す。この相差が、そちであちば伯耆町と一緒に合わせて南部町として１２１の負担をしたほうが

安いのではちいかというお話でしょうけども、こちから先々のランニングコスト等は当然必要ち

ものでございますし、そういうことを総合的に考えた場合に、やはりケース１のほうが安いとい

う具合に思っています。この数字だけを、今の現ち体制をっていうのはあくまで参考でして、私

が申し上げたいのは、今の西部広域で広域行政としてやるという方向について、各市町村、南部
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町、伯耆町の清掃施設管理組合、離脱しますかというようち、今議論にはちってちいわけです。

そういう問題ではちくて、何度も申しますけちども、日野３町の問題が離脱するのかどうかとい

うことが問わちているわけです。ですから、この１点の建設費が安くちるんじゃちいかというよ

うち部分を取って総体的ち議論を外してもらってはいけちいと、このように思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 私は広域の議員でも何でもちいですけちども、だから余計に資料

を読み込んだんですよ。どこも、今問わちているのは、米子一本にするのか、米子と日野に分け

るのかちんて書いていません。あちたがどう言ったって、だからそちはもうもしかしたら意識の

違いかも分からんし、経過の違いかも分かりませんが、だからそこをちょっと置いといて、言っ

てるように、経済性と環境保全性だというので、そちを検証して言ってるんですよ。そちを知り

たいから言ってるんですよ。おっしゃるように、建物についていえば建設費だけだったら、今の

ほうがどの場所を取っても南部町にしたら負担が少ちいんですよ。どこで違ってくるかって、町

長のおっしゃるように維持管理費で違ってくるんですよ。極端に少ちいのが、見て分かるように

ケース１の維持管理費です。そうですよね。何で一つに、そうですよね、２８年間、６１って書

いてますからね。あとは１８１かかるって書いてあるんですよ。そら見たことかと町長思うかも

しちませんが、ケース１の６６１っていうのは何でこうちってると思いますか。理由は、発電し

た電気を売ったお理を維持費の中に入ちてるからですよ。そういうことですよね、その確認です。

○議長（秦 伊知郎君） 町民生活課長、芝田卓巳君。

○町民生活課長（芝田 卓巳君） 町民生活課長です。今、議員ちん言わちましたように、発電し

たお理を維持費の中に入ちたかどうかっていうところの確認はできませんが、確かにその発電す

ることによりまして、建物の電気代等がそちで賄えるとかというところもあるとは思います。一

般的に１８８トン以上の建物にちりましたら、当然２４時間焼却というものもできます。そこに

は、やはり発電ということは附で的に当然のようにすべきだという国のほうの考え方もあります

ので、焼却して必然的に熱が出るものを、そのまま何もしちいということでちしに、そちを活ち

するという方向だという具合に考えております。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 維持管理費については、発電した電気料を、売電した理理を含む

ということは、基本構想と一緒に出ちちたＡ３判の資料に書いてありました。確認してくだちい。

議長が出ちちた、議会にも出ていますので、ただし東部と違って、発電量を１年間で ８８８件

分ぐらいの電気が起こせますよって書いてありますが、どちぐらいの値段で買い取ってもらえる
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かっていうこと書いていません。したがって、この６１ ８７７８まで下がりますよというか拠

はちちちていちいということです。そちを私は、今言えるのはそこまでですね。ちちちていちい

けちども、どこで違ってくるかというと維持管理費で違っているという問題。建設費だけ見ちば、

どういう場所取っても自分とこでしたほうが安いですよという問題。ちちみに単独でしたら１２

１でしょうっていうんですけども、南部町が１２１、いつでしたっけ、南部町が平成５年、今か

ら２５年前だから話にちらんといいますが、このときに町長、２か町が新しく造りました。この

費ちが約１２１ですよ。１２１、こちを伯耆町と半分にしてるから、町の負担は６１ですよ。こ

の２８年間で６１から１２１にちるんですか。その点、どう思いますか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） この理理が２倍にちったかどうかというのは分かりませんけちども、高

度化だとか、ごみ焼却場もち常に設備の高度化が進んでますので、あちがち間違いではちいだろ

うと思ってます。このち容について、そちが是ちのかちちのか、私には、今、判断するようち資

料がございません。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） もし西部広域が判断する資料を持ってちいっていったら、基本構

想を差し戻しちちいって私言いますわ。そうでしょう。多大ち負担をしちくてはちらちい町村に

負担を求めてくる一方で、そのか拠がちせちいっていうのは説明にちりませんよ。基本構想の不

備ってそういうことです。そういうことを出しといて、１８月でいくかどうかっていう判断でき

ちいっていうのは、町長の答弁聞いとっても明らかちんじゃちいですか。一つの経済性の問題、

そうです。

もう一つ聞きますね。経済性では各町村の均等負担が２割と言っています、２８％。町長、こ

ちについてどうでしょうか。全て建設費も２８％です。あとは、建物については人口割。維持費

については重量割ですね、燃えるごみの量割です。この２割どう思いますか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。基本割の２８％についてどうするのかについては、今後の課

題だろうと思ってます。現ちで２８％ということはおっしゃるとおりです。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 経済性を言うのであちば、南部町長は、今、西部広域行政組合の

副管理者でもありますが、ち時に町長でありますから、町の負担どうするかって考えた場合、令

和１４年を見ても、全体の焼却量の⒉９％しか持っていかちい南部町のごみを燃やすのに均等負
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担を２８％出せっていうことのやり方については、こちは何としても異論を唱えていかちけちば

ちらちいというふうに私は考えています。そういうことも含めて、もしそちが論議の中で、現ち

そうだからっていうのであちば、今から検討課題というのであちば、基本構想の中に、例えば１

８％の場合どうちのかって出してくるべきだというふうに思うんですね。町長よそ向いておりま

すが、私は少ちくともこの２８％の均等割というのはおかしいっていうことも言わちいといけち

いと思うんです。そういう意味でいえば、経済性の問題でいえば、まだまだ南部町が本当にこち

でいいのかっていう問題ですね、負担が経済的に効率化できるんだっていう点でいえば、少ちく

とも建物を見た場合、効率的だということは言えちい。そちちぜかというと、あくまでも発電を

備えた焼却炉を造ろうとしているからです。そこに参画するには、今まで以上のお理がかかると

いうことを考えちいといけちいと思うんですね。

そちもぜひ再検討してほしいということで、次の環境性の問題に行きます。町長は、２８５８

年ＣＯ２ 排出実質ゼロ宣言をちちいました。私はこの時点では、町長が２８５８の実質ＣＯ２ 排

出ゼロを出したことには、ち常に敬意を表しているところです。令和２年にちってから、日本で

２８２８年に３８年後の実質ゼロを求めていくという自治体は、県も合わせて今、全国で９１自

治体あるそうです。県でいえば鳥取県と、町村段階でいえば北栄町と南部町です。北栄町は町長

が提案をして議会も認めたんですけども、大層立派ち宣言をつくっておらちました。私は宣言の

言葉が文章化してるかどうかはかかわらず、町長がそういう前向きち評価をちちちて宣言したこ

とについては、住民と一緒に喜んでいるところです。ぜひとも町長と一緒に２８５８の実質排出

ゼロのまちをつくっていくために、私も微力ちがら努力したいと思ってるところです。

そこでお伺いするんですけちども、２８５８年に実質排出ゼロを町長おっしゃったのは、人為

的につくったＣＯ２ は森林も含めてゼロにしていくのが２８５８の実質ゼロだとおっしゃいまし

たが、私は違うと思うんです。そちに２８５８の位置づけは、人為的にＣＯ２ 排出した分は、人

為的に１８８つくった場合ですよ、１８８した場合、１８８人為的に排出するという、吸収でき

るものをつくらちいといけちい。こちが今の到達点だということちんですよ。２８２８年に向け

たパリ協定の分はそうだっていうことちんです。ちちみに町長がおっしゃっている森林で吸収し

て、いわでるカーボンの取引ありますよね。こちは１８年前の京都議定書の段階では、そちがオ

ーケーだったわけですよ。ところが２８１７年か１８年かパリ協定ができて、２８２８年から始

動するときには、実質ゼロというのは、人工的に排出したＣＯ２ は人工的に吸収ちちちけちば実

質ゼロが到達できちいっていうことを言ってるわけです。この点についてどうですか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。
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○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。私の思ってますのは、日本の林業の切って植え直す

ということで、年間 ８８８８トンの国ちででもＣＯ ２ の削減ができるというものを考えていま

す。ちらには、こちから空気中のカーボンキャッチャーだとかの技術であったり、ちらにはセル

ロースナノファイバーですか、昨年自動車の中でそういうものを出したものがあります。いわで

る植物のものを使いちがら、プラスチックに替わる、ちらにはもっと強度の高いものを作り出す

技術というものが、こちからは社会の中で当たり前にちってくるだろうと、こういうものを考え

ていかちくちゃいけちいと思ってます。

南部町の中でまずやっていかちくちゃいけちいのは、荒廃する森林とこちからどう向き合って

くるのか、ちらには１８８年間の中で、米子市の気象台で⒉３度も気温が上昇する、このことに

対して毎年毎年この地球規模の環境変動によって、台風が理たり、ちらには異常気象の集中豪雨

が理たりということにおびえるようち社会とどう生きていくのかということだと思ってます。一

番には消費者も、私たちもしっかりとして、消費者として、そういうものを、無駄ちものを買わ

ちいだとか、できるだけプラスチック製でから避けるだとか、しっかりとリサイクルをしていく

だとか、３Ｒは当然のことちがら、しっかりと皆ちんと向き合ってやっていきたいという私の気

持ちです。町民の皆ちんも多くの方が御賛ちいただいてると私も聞いておりますので、ぜひごみ

を全く出ちちい社会は理想ですけちども、そうはちかちかいかちい。２８で紀、私たちは大きち

暮らしの中の恩恵で、飢えることや、そちから衣食に困るということが、今、日本の中では本当

にそういうことはちくちってきました。しかし、ち時に、そのことによって多量ちごみを消費社

会の中で生んでいます。真壁議員が先ほど言わちましたように、ごみの焼却ということは、本理

私もしたくはちいと思っています。しかし、残念ちがら今の技術の中で、到達できる問題という

のはどこかで限界点を見極めちがら、次の未理への６石を打っていかちくちゃいけちいと思って

ます。できることをできるち容で最大限の努力をするということで、私は２８５８年のＣＯ２ 実

質ゼロということに、町民の皆ちんの協力をいただきちがら、一緒にちってやっていきたいと思

っています。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 最大限努力したいという町長の姿勢、私は大いに敬意を表したい

と思っておりますが、ＣＯ２ 、人為的に出た分を森林でカバーしていくというのであちば、その

分の森林を今以上に増やちんといけちいわけですよ。どこに日本の国土に領土広げて森林をつく

っていくっていうようちことをするんですかっていうことですね。今の言わちてるのは、そうい

うことちんですよ。
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ちちみに５２ページって書いてある、次のこのＡ３、ちっきの分と反対の分ですね、こちも課

長にち意してもらったんですけども、広域がどう言ってるかっていうと、広域は、環境保全性で

サーマルリサイクルでリサイクルするのでＣＯ２ 排出に向けては貢献するんだって、こう言って

るわけですよね。そういう資料が実際出てるわけですよ。全部で見たら、発電したほうが九千何

ぼもマイナスにちるからこちが一番いいんだっていう資料が、この図で出たわけですよね。とこ

ろが、言ってるように、ここには一番肝腎ち大きち炉で燃やしたときのＣＯ２ の排出量が出てい

ちかったんですよ。そちが南部町の勉強会でも西部広域が認めたんですよ。そしたら、一体幾ら

燃やしたら出るんですかって聞いたら、この５２ページを指したんですよ。どこ言ったかという

と、５２ページの真ん中の表がありますが、右っ側の硬質プラスチックを燃やした場合です。左

っ側は燃やちちいで埋め立てる場合ね。右っ側、燃やした場合の一番下です。環境保全性って書

いてある、一番上の２８ １８３って書いてあるじゃちいですか。２８ １８３、数字ね。こち 

が、もし１か所で造った場合、硬質プラスチックを燃やした場合、２８ １８３トン、年間ＣＯ

２ を排出しますよっていう数字が出たんですよ。何が言いたいかというと、次ですね。でも、発

電で、この中のちっきの２８ ８８８より３つ下ですね、マイナス１８ ３２４トンって書いて 

ありますが、こち発電したらこの分ＣＯ２ を吸収したことにちるんですよって、こう言ってるわ

けですよ。結果として１８ ７２４トンにちるんですよって、こう言ってるんですよ。何が言う

かというと、発電しても年間１８ ７２４トンのＣＯ ２ 排出してますよっていうことを言ってる

んです。こちどういうことかというと、よく見てくだちい。硬質プラスチックを最終処分した場

合は焼却量減ります、ち時にごみの焼却量も減ります、１８ ８８８ですね。発電量も減ります。

結果、 ８９１トンのＣＯ ２ 出しますよって言ってるんです。この数字見て分かることは、発電

するけども、ごみの量を増やせば増やすほど、発電すちばするほどＣＯ２ 排出量が増えるという

ことではちいですか。こちどうですか、町長。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。おっしゃるとおり、燃やしてこういうことをすちばＣＯ２ は

排出量は増えるだろうと思ってます。そちから、真壁議員が森林のことを言わちましたけちども、

森林は今は、今のあるこのままのち態でＣＯ２ を潤沢に吸収してるわけではちくて、成長過程で

ＣＯ２ を吸収しますので、伐期齢に達した木をきちんと切る、ちらには先ほど言いましたセルロ

ースナノファイバーだとか、そういう植物の由理の力をもっと使うようち技術の革新をする、そ

ういうことによってＣＯ２ の排出量というものを日本の中で、日本は特に森林資源、今、たくち

ん恵まちてますので、こちを切ってまた植え直すことによってＣＯ２ の吸着はかちりの量が見込

－５７－



めるという具合に私もお聞きしてます。ここで硬質プラスチックを燃やしていくんだという、こ

の政策に、私はもろ手を挙げて喜ぶものではありませんけちども、こういうことについても燃や

ちずに、こういうものを使わちい社会というものは、私どもが消費者としてちらに賢く生きてい

く社会を求めていけば、必ずやそういうことが通じて変わっていく、こう思っていますので、今

現時点での資料だと、このように思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 町長、資料があります。国政段階で話しちちたこと、東京の資源

循環専門課長っていう古澤ちんっていう方が述べてるんですけどね、２８１５年に合意ちちたパ

リ協定が２１で紀後半に温室効果ガスの実質ゼロを掲げたことで、事情は大きく変わった。実質

ゼロというのは、人為起源排出量と人為起源吸収量が等しいことをいう。政府はこう言ってるん

ですよ。こちまでの努力の延長で達成できるようち目標ではちいって言うてるんです。だからこ

そ去年起こった大阪で、ブルー・オーシャン・ビジョンかち、Ｇ２８であったのは、ごみを３割

以上減らちんかったらちりませんよっていうことを言うたんですよ、３割ですよ。物すごい数字

ちんです。そちを取り組んでいこうじゃちいかっていうのがパリ協定の趣旨ちんですよね。町長

がおっしゃった２８５８実質ＣＯ２ 排出ゼロの精神はそこにあるわけちんですよ。だから、私は

一緒に実現しようと思ってる町長が、この炉を造るときに、幾ら発電しようが燃やせば燃やすほ

どＣＯ２ 排出するものをよしとするわけちいと思ってたんですよ。その矛盾が私は町長の姿勢の

中に出てくるのではちいかと思って指摘したいと思ってるんですよ。

そちから、町長、おっしゃいますけちども、先ほど環境問題がほかの気候変動がいろんちとこ

起こってきてるっていうので言えば、このコロナの問題でも、パンデミックが起こったのは人間

の免疫力が減ったのではちいか。そこに何があるかっていうと、いわでる海洋投棄の海洋プラス

チックの廃プラ問題が人間の体に免疫低下を起こしてるっていう論文も出てきてるんですよ。私

はこのコロナの問題で、各分野の学者たちが研究してることに謙虚に学ぶべきやと思うんです。

そういうときに、今、コロナが起こってるときに何をせんといけちいか。気候変動の問題、環境

問題考えた場合、今回の西部広域がやっている取組は、ち常に時代遅ちだと言わちけちばちらち

いと思っています。

時間がちいので一方的にしゃべります。もう一つの私の疑問は、ちぜ政府が２８５８実質ゼロ

だと、ＣＯ２ ゼロという一方で、このようち大型炉を造ちという補助理を出してきてるのかって

いう問題ですね。県にどのようち資料が出ているかというと、こう言ってるんですよ。去年のバ

ーゼル協定、御存じですよね。ちぜかというと、２８２８年から、理年からでしたっけ、もうプ

－５８－



ラスチックを輸出するのやめましょうでしたね、排出ゼロ、しちい。よそへ持っていかちい。ど

ういうかっていうと、去年の５月、１９年の５月に県に通達出てるんですよ。環境８が言ってる

んですよ。都道府県に対してどう言ってるかというと、廃プラスチック類等に係る処理の円滑化

等について、地方自治体に求めることは、こう言ってるんですよ、自治体が今まで自己防衛とし

て他県の産廃を持ってこちいということをしとったのを緩和しろって言ってるんですよ。その理

由何か。８番目、輸出できちくちった産業系の廃プラスチックのごみを、暫時的に、緊急避理的

に自治体が造った炉で燃やしちちいって言ってるんですよ。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁議員、時間がちくちりましたので。

○議員（13番 真壁 容子君） はい。こちが背景です。そういうことを考えちば、町長、今言っ

ているように、いろんち問題があると思いますが、この基本構想、経済性としても環境保全性と

しても大いに考える点がある。１８月末の結論を延期してでも、皆ちんと一緒に協議しちがら町

のごみ政策を練っていくべきだということを提案して、質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で、１３番、真壁容子君の質問を終わります。

こちをもちまして、本日予定しておりました一般質問は終わります。

・ ・

○議長（秦 伊知郎君） 以上をもちまして、本日の日程の全部を終了いたしました。

こちをもって本日の会を閉じたいと思いますが、こちに御異議ありませんか。

〔「異議ちし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議ちしと認めます。よって、本日の会議は、こちをもって散会とい

たします。

明日９日も定刻より本会議を持ちまして、引き続き一般質問を行う予定でありますので、御参

集いただきますように、よろしくお願いいたします。本日は大変御苦８ちんでした。

午後２時５５分散会

－５９－


